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平成29（2017）年度は、第3次食育推進基本計画（計画期間：平成28（2016）年度～
2020年度）に基づく取組の2年目です。数値目標として定められた15目標、21目標値のう
ち、平成29（2017）年度に目標を達成したのは、「③地域等で共食したいと思う人が共食す
る割合」、「⑥中学校における学校給食実施率」、「⑫食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む食品
企業の登録数」の3目標値でした。また、その他、作成時の値に比べて改善を示したのは、以
下に示す12目標値でした。
①食育に関心を持っている国民の割合
②朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数
⑤朝食を欠食する若い世代の割合
⑨主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上ほぼ毎日食べている国民の割合
⑬ゆっくりよく噛んで食べる国民の割合
⑭食育の推進に関わるボランティア団体等において活動している国民の数
⑮農林漁業体験を経験した国民（世帯）の割合
⑯食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民の割合
⑱地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承している若い世代の割合
⑲食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する国民の割合
⑳食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する若い世代の割合
㉑推進計画を作成・実施している市町村の割合

食育推進施策の目標と現状に関する評価第3部
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	 図表3-1	 第3次食育推進基本計画における食育の推進に当たっての目標値と現状値

食育の推進に当たっての目標
第3次基本計画
作成時の値

（平成27（2015）年度）
現状値

（平成29（2017）年度）
目標値

（2020年度）

①食育に関心を持っている国民の割合 75.0% *1 78.4% *2 90％以上

②朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」
の回数 週9.7回 *1 週10.5回 *2 週11回以上

③地域等で共食したいと思う人が共食する割合 64.6% *1 72.6% *2 70％以上

④朝食を欠食する子供の割合 4.4% *3 4.6% *4 0%

⑤朝食を欠食する若い世代の割合 24.7% *1 23.5% *2 15％以下

⑥中学校における学校給食実施率 87.5%
（26年度） *5 90.2%

（28年度） *6 90％以上

⑦学校給食における地場産物を使用する割合 26.9%
（26年度） *7 25.8%

（28年度） *8 30％以上

⑧学校給食における国産食材を使用する割合 77.3%
（26年度） *7 75.2%

（28年度） *8 80％以上

⑨主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日
2回以上ほぼ毎日食べている国民の割合 57.7% *1 58.1% *2 70％以上

⑩主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日
2回以上ほぼ毎日食べている若い世代の割合 43.2% *1 39.1% *2 55％以上

⑪生活習慣病の予防や改善のために、ふだんか
ら適正体重の維持や減塩等に気をつけた食生
活を実践する国民の割合

69.4% *1 68.2% *2 75％以上

⑫食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む食品企
業の登録数

67社
（26年度） *9 103社

（28年度） *10 100社以上

⑬ゆっくりよく噛んで食べる国民の割合 49.2% *1 50.2% *2 55％以上

⑭食育の推進に関わるボランティア団体等にお
いて活動している国民の数

34.4万人
（26年度） *11 36.0万人

（28年度） *12 37万人以上

⑮農林漁業体験を経験した国民（世帯）の割合 36.2% *13 36.3% *14 40％以上

⑯食品ロス削減のために何らかの行動をしてい
る国民の割合

67.4%
（26年度） *15 71.8％ *16 80％以上

⑰地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理
や作法等を継承し、伝えている国民の割合 41.6% *1 37.8% *2 50％以上

⑱地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理
や作法等を継承している若い世代の割合 49.3% *1 50.4% *2 60％以上

⑲食品の安全性について基礎的な知識を持ち、
自ら判断する国民の割合 72.0% *1 72.4% *2 80％以上

⑳食品の安全性について基礎的な知識を持ち、
自ら判断する若い世代の割合 56.8% *1 62.6% *2 65％以上

㉑推進計画を作成・実施している市町村の割合 76.7% *11 79.3% *12 100%

資料：
*1	 平成27年度「食育に関する意識調査」（内閣府）
*2	 平成29年度「食育に関する意識調査」（農林水産省）
*3	 平成27年度「全国学力・学習状況調査」（文部科学省）
*4	 平成29年度「全国学力・学習状況調査」（文部科学省）
*5	 平成26年度「学校給食実施状況調査」（文部科学省）
*6	 平成28年度「学校給食実施状況調査」（文部科学省）
*7	 平成26年度「学校給食栄養報告」（文部科学省）
*8	 平成28年度「学校給食栄養報告」（文部科学省）
*9	 平成26年度「Smart Life Project登録企業数」（厚生労働省）
*10	 平成28年度「Smart Life Project登録企業数」（厚生労働省）
*11	 平成27年度内閣府食育推進室調べ
*12	 平成29年度農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課調べ
*13	 平成27年度「食生活及び農林漁業体験に関する調査」（農林水産省）
*14	 平成29年度「食生活及び農林漁業体験に関する調査」（農林水産省）
*15	 平成26年度「消費者意識基本調査」（消費者庁）
*16	 平成29年度「消費者の意識に関する調査結果報告書―食品ロス削減の周知及び実践状況に関する調査―」（消費者庁）
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①食育に関心を持っている国民の割合
食育に関心を持っている（食育に「関心がある」及び「どちらかといえば関心がある」）国
民の割合は78.4％であり、前回の調査結果（79.6％：平成28（2016）年度）と比べて、1.2
ポイント減少しています。
また、第3次基本計画作成時の調査結果（75.0％：平成27（2015）年度）と比べて3.4ポ
イント増加しています。

	 図表3-2	 食育に関心を持っている国民の割合の推移

関心がある どちらかといえば
関心がある

どちらかといえば
関心がない

関心が
ない

わから
ない

（該当者数）
平成29（2017）年度（1,786人） 78.4 21.1

平成28（2016）年度（1,874人） 79.6 19.7

平成27（2015）年度（1,791人） 75.0 23.5

平成26（2014）年度（1,824人） 68.7 29.8

平成25（2013）年度（1,771人） 74.6 24.1

平成24（2012）年度（1,773人） 74.2 24.6

平成23（2011）年度（1,867人） 72.3 26.2

平成22（2010）年度（1,853人） 70.5 28.1

関心がある（小計） 関心がない（小計）  関心が
 ある

（小計）

 関心が
 ない

（小計）

40.040.0

42.042.0

37.937.9

33.833.8

36.636.6

34.934.9

35.435.4

33.433.4

38.438.4

37.637.6

37.137.1

34.934.9

37.937.9

39.439.4

37.037.0

37.137.1

14.214.2

13.613.6

15.615.6

19.219.2

14.314.3

15.115.1

16.116.1

14.914.9

6.96.9

6.16.1

7.97.9

10.610.6

9.79.7

9.59.5

10.110.1

13.213.2

0.6

0.7

1.5

1.5

1.4

1.2

1.5

1.4

資料：農林水産省（平成27（2015）年度までは内閣府）「食育に関する意識調査」
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②朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数
朝食又は夕食を家族と一緒に「ほとんど毎日食べる」人の割合は朝食60.2％、夕食73.8％
であり、前回の調査結果（朝食57.8％、夕食66.5％：平成28（2016）年度）と比べて、そ
れぞれ2.4ポイント、7.3ポイント増加しています。
また、第3次基本計画作成時の調査結果（朝食54.5％、夕食64.0％：平成27（2015）年
度）と比べてそれぞれ5.7ポイント、9.8ポイント増加しています（図表3-4）。
一週間当たりの回数1にすると、週10.5回（朝食4.7回、夕食5.9回の合計）であり、前回
の調査結果（週10.1回（朝食4.6回、夕食5.5回の合計）：平成28（2016）年度）と比べて、
0.4回増加しています。
また、第3次基本計画作成時の一週間当たり9.7回（朝食4.4回、夕食5.3回の合計：平成
27（2015）年度）と比べて0.8回増加しています（図表3-3）。

	 図表3-3	 朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数の推移

10.4
9.5 9.3

10.0 9.7 10.1 10.5

0

2

4

6

8

10

12

平成23
（2011）

24
（2012）

25
（2013）

26
（2014）

27
（2015）

28
（2016）

29
 （2017）

（年度）

（回）

資料：農林水産省（平成27（2015）年度までは内閣府）「食育に関する意識調査」

1　共食の回数は、「ほとんど毎日食べる」を週7回、「週に4～5日食べる」を4.5回、「週に2～3回食
べる」を2.5回、「週に1回程度食べる」を1回とし、それぞれ朝食・夕食ごとに、該当人数を掛け、合計
したものを全体数で割り、朝食と夕食の回数を足して週当たりの回数を出している。
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	 図表3-4	 朝食又は夕食を家族と一緒に食べる頻度

○朝食

（該当者数）
平成29（2017）年度（1,587人）

平成28（2016）年度（1,667人）

平成27（2015）年度（1,640人）

平成26（2014）年度（1,658人）

平成25（2013）年度（1,610人）

平成24（2012）年度（1,603人）

平成23（2011）年度（1,722人）

ほとんど
毎日

週に
1日程度

ほとんどない
無回答

週に
2～3日

週に
4～5日

60.2 60.2 

57.8 57.8 

54.5 54.5 

58.9 58.9 

48.2 48.2 

53.5 53.5 

60.3 60.3 

4.3 4.3 

5.6 5.6 

4.8 4.8 

4.2 4.2 

8.3 8.3 

5.5 5.5 

3.9 3.9 

8.4 8.4 

8.8 8.8 

10.1 10.1 

9.3 9.3 

15.4 15.4 

10.3 10.3 

8.7 8.7 

6.5 6.5 

5.3 5.3 

6.7 6.7 

6.9 6.9 

8.3 8.3 

9.6 9.6 

7.8 7.8 

20.2 20.2 

22.2 22.2 

23.8 23.8 

20.6 20.6 

19.8 19.8 

21.0 21.0 

19.2 19.2 

0.4 0.4 

0.4 0.4 

0.1 0.1 

0.2 0.2 

0.1 0.1 

0.1 0.1 

0.1 0.1 

○夕食

（該当者数）
平成29（2017）年度（1,587人）

平成28（2016）年度（1,667人）

平成27（2015）年度（1,640人）

平成26（2014）年度（1,658人）

平成25（2013）年度（1,610人）

平成24（2012）年度（1,603人）

平成23（2011）年度（1,722人）

ほとんど
毎日

週に
1日程度

ほとんどない
無回答

週に
2～3日

週に
4～5日

73.8 73.8 

66.5 66.5 

64.0 64.0 

65.0 65.0 

56.2 56.2 

60.1 60.1 

71.6 71.6 

10.4 10.4 

11.0 11.0 

10.7 10.7 

10.7 10.7 

13.1 13.1 

10.7 10.7 

9.1 9.1 

8.1 8.1 

12.8 12.8 

13.5 13.5 

13.7 13.7 

19.9 19.9 

16.3 16.3 

11.0 11.0 

3.8 3.8 

4.3 4.3 

5.0 5.0 

4.7 4.7 

6.2 6.2 

4.1 4.1 

4.34.3

5.5 5.5 

7.3 7.3 

5.5 5.5 

6.1 6.1 

6.6 6.6 

4.2 4.2 

0.4 0.4 

0.4 0.4 

0.2 0.2 

0.2 0.2 

0.1 0.1 

0.1 0.1 

00

3.0 3.0 

資料：農林水産省（平成27（2015）年度までは内閣府）「食育に関する意識調査」
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③地域等で共食したいと思う人が共食する割合
地域や所属コミュニティー（職場等を含む。）で食事会等の機会があれば『参加したいと思
う』（「とてもそう思う」及び「そう思う」）と回答した47.2%の人のうち、過去1年間に地域
等での共食の場へ「参加した」と回答した人の割合は72.6％であり、前回の調査結果
（71.4％：平成28（2016）年度）と比べて、1.2ポイント増加しています。
また、第3次基本計画作成時の調査結果（64.6％：平成27（2015）年度）と比べて8.0ポ
イント増加しています（図表3-5）。

	 図表3-5	 地域等で共食したいと思う人が共食する割合の推移

（該当者数）

参加した 参加していない わからない

平成29（2017）年度（843人）

平成28（2016）年度（846人）

平成27（2015）年度（855人）

72.672.6

71.471.4

64.664.6

27.0 27.0 

27.727.7

35.335.3

0.4

0.9

0.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（%）

資料：農林水産省（平成27（2015）年度は内閣府）「食育に関する意識調査」
注：�地域や所属コミュニティー（職場等を含む。）で食事会等の機会があれば『参加したいと思う』（「とてもそう思う」及び「そう

思う」）と回答した人が対象

④朝食を欠食する子供の割合
朝食を欠食する子供（朝食を「全く食べていない」及び「あまり食べていない」と回答した
小学6年生）の割合は4.6％であり、前回の調査結果（4.5％：平成28（2016）年度）と比べ
て、0.1ポイント増加しています。
また、第3次基本計画作成時の調査結果（4.4％：平成27（2015）年度）と比べて0.2ポイ
ント増加しています（図表3-6）。

	 図表3-6	 朝食を欠食する子供の割合の推移

4.4 4.5 4.6

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

平成27
（2015）

（年度）28
（2016）

29
（2017）

（％）

資料：文部科学省「全国学力・学習状況調査」
注：小学6年生が対象
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⑤朝食を欠食する若い世代の割合
朝食を欠食する（「週に2～3日食べる」及び「ほとんど食べない」）若い世代の割合は
23.5％であり、前回の調査結果（22.6％：平成28（2016）年度）と比べて、0.9ポイント増
加しています。
また、第3次基本計画作成時の調査結果（24.7％：平成27（2015）年度）と比べて1.2ポ
イント減少しています（図表3-7）。

	 図表3-7	 朝食を欠食する若い世代の割合の推移

（該当者数）

ほとんど
毎日食べる

週に4～5日
食べる

週に2～3日
食べる

ほとんど食べない
わからない

平成29（2017）年度（345人）

平成28（2016）年度（350人）

平成27（2015）年度（377人）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（%）

64.364.3

65.765.7

66.866.8

12.212.2

11.711.7

8.28.2

8.78.7

10.310.3

8.08.0

14.814.8

12.312.3

16.716.7

0

0

0.3

資料：農林水産省（平成27（2015）年度は内閣府）「食育に関する意識調査」
注：20～39歳が対象

⑥中学校における学校給食実施率
中学校における学校給食実施率（完全給食を実施している公立中学校数の割合）は90.2％
であり、前回の調査結果（88.8％：平成27（2015）年度）と比べて、1.4ポイント増加して
います。
また、第3次基本計画作成時の調査結果（87.5％：平成26（2014）年度）と比べて2.7ポ
イント増加しています（図表3-8）。

	 図表3-8	 中学校における学校給食実施率の推移

87.5 88.8 90.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成26
（2014）

27
（2015）

28
（2016）

（年度）

（％）

資料：文部科学省「学校給食実施状況等調査」
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⑦学校給食における地場産物を使用する割合
学校給食における地場産物の使用割合（食材数ベース）は25.8％であり、前回の調査結果

（26.9％：平成27（2015）年度）と比べて、1.1ポイント減少しています。
また、第3次基本計画作成時の調査結果（26.9％：平成26（2014）年度）と比べて1.1ポ
イント減少となっています（図表3-9）。

	 図表3-9	 学校給食における地場産物の使用割合の推移

25.0 25.7 25.1 25.8 26.9 26.9 25.8

0.0
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資料：文部科学省「学校給食栄養報告」

⑧学校給食における国産食材を使用する割合
学校給食における国産食材の使用割合（食材数ベース）は75.2％であり、前回の調査結果

（77.7％：平成27（2015）年度）と比べて、2.5ポイント減少しています。
また、第3次基本計画作成時の調査結果（77.3％：平成26（2014）年度）と比べて2.1ポ
イント減少しています（図表3-10）。

	 図表3-10	 学校給食における国産食材の使用割合の推移
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資料：文部科学省「学校給食栄養報告」
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⑨主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上ほぼ毎日食べている国民の割合
主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上「ほぼ毎日」食べていると回答した人
の割合は58.1％であり、前回の調査結果（59.7％：平成28（2016）年度）と比べて、1.6ポ
イント減少しています。
また、第3次基本計画作成時の調査結果（57.7％：平成27（2015）年度）と比べて0.4ポ
イント増加しています。（図表3-11）。

	 図表3-11	 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上ほぼ毎日食べている国民の割合の推移

（該当者数）
ほぼ毎日 週に

4～5日
週に
2～3日

ほとんどない
わからない

平成29（2017）年度（1,786人）

平成28（2016）年度（1,874人）

平成27（2015）年度（1,791人）

平成26（2014）年度（1,824人）

平成24（2012）年度（1,773人）

平成23（2011）年度（1,867人）

平成22（2010）年度（1,853人）
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17.317.3
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16.416.4

16.616.6
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11.611.6

10.410.4

7.77.7

6.26.2

5.85.8
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00

00

00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（%）

資料：農林水産省（平成27（2015）年度までは内閣府）「食育に関する意識調査」

⑩主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上ほぼ毎日食べている若い世代の割合
主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上「ほぼ毎日」食べていると回答した若
い世代の割合は39.1％であり、前回の調査結果（39.4％：平成28（2016）年度）と比べて、
0.3ポイント減少しています。
また、第3次基本計画作成時の調査結果（43.2％：平成27（2015）年度）と比べて4.1ポ
イント減少しています（図表3-12）。

	 図表3-12	 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上ほぼ毎日食べている若い世代の割合の推移

（該当者数）

ほぼ毎日 週に4～5日 週に2～3日 ほとんどない

わからない
平成29（2017）年度（345人）

平成28（2016）年度（350人）

平成27（2015）年度（377人）

39.139.1

39.439.4

43.243.2

26.426.4

26.026.0

24.424.4

20.920.9

23.723.7

23.623.6

13.613.6

10.610.6

8.88.8

0

0.3

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（%）

資料：農林水産省（平成27（2015）年度は内閣府）「食育に関する意識調査」
注：20～39歳が対象
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⑪�生活習慣病の予防や改善のために、普段から適正体重の維持や減塩等に気をつけた食生活を実践する
国民の割合
生活習慣病の予防や改善のために、普段から適正体重の維持や減塩等に気をつけた食生活を

『実践している』（「いつも気をつけて実践している」及び「気をつけて実践している」の合計）
と回答した人の割合は68.2％であり、前回の調査結果（69.9％：平成28（2016）年度）と
比べて、1.7ポイント減少しています。
また、第3次基本計画作成時の調査結果（69.4％：平成27（2015）年度）と比べて1.2ポ
イント減少しています（図表3-13）。

	 図表3-13	 生活習慣病の予防や改善のために、普段から適正体重の維持や減塩等に気を付けた食生
活を実践する国民の割合の推移

（該当者数）

いつも気をつけて
実践している

気をつけて
実践している

あまり気をつけて
実践していない

全く気をつけて
実践していない

わから
ない

実践して
いる
（小計）

実践して
いない
（小計）

平成29（2017）年度（1,786人） 68.2 31.4

平成28（2016）年度（1,874人） 69.9 29.6

平成27（2015）年度（1,791人） 69.4 30.1

実践している（小計） 実践していない（小計）

25.0 25.0 

25.1 25.1 

27.527.5

43.2 43.2 

44.8 44.8 

41.941.9

27.1 27.1 

25.2 25.2 

26.026.0

4.3 4.3 

4.4 4.4 

4.14.1

0.40.4

0.50.5

0.50.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（%）

資料：農林水産省（平成27（2015）年度は内閣府）「食育に関する意識調査」

⑫食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む食品企業の登録数
平成28（2016）年度の食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む食品企業の登録数（厚生労働
省「スマート・ライフ・プロジェクト」登録企業数）は103社であり、前回の調査結果（95
社：平成27（2015）年度）と比べて、8社増加しています。
また、第3次基本計画作成時の67社（平成26（2014）年度）と比べて36社増加しています。

	 図表3-14	 食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む食品企業の登録数の推移
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資料：厚生労働省「Smart Life Project登録企業数」
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⑬ゆっくりよく噛んで食べる国民の割合
普段『ゆっくりよく噛んで食べている』（「ゆっくりよく噛んで食べている」及び「どちらか
といえばゆっくりよく噛んで食べている」の合計）と回答した人の割合は50.2％であり、前
回の調査結果（51.0％：平成28（2016）年度）と比べて、0.8ポイント減少しています。
また、第3次基本計画作成時の調査結果（49.2％：平成27（2015）年度）と比べて1.0ポ
イント増加しています（図表3-15）。

	 図表3-15	 ゆっくりよく噛んで食べる国民の割合の推移

ゆっくりよく噛んで食べている（小計） ゆっくりよく噛んで食べていない（小計）

（該当者数）

ゆっくりよく噛んで
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ゆっくりよく噛んで
食べていない
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ない

ゆっくり
よく噛んで
食べている
　（小計）

ゆっくり
よく噛んで
食べていない
（小計）

平成29（2017）年度（1,786人） 50.2 48.9

平成28（2016）年度（1,874人） 51.0 48.7

平成27（2015）年度（1,791人） 49.2 50.8
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33.4 33.4 
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11.8 11.8 

11.4 11.4 
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0.3

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（%）

資料：農林水産省（平成27（2015）年度は内閣府）「食育に関する意識調査」

⑭食育の推進に関わるボランティア団体等において活動している国民の数
食育の推進に関わるボランティア団体等において活動している国民の数は36.0万人（平成
28（2016）年度）であり、前回の調査結果（35.0万人：平成27（2015）年度）と比べて、
1.0万人増加しています。
また、第3次基本計画作成時の調査結果（34.4万人：平成26（2014）年度）と比べて1.6
万人増加しています（図表3-16）。

	 図表3-16	 食育の推進に関わるボランティア団体等において活動している国民の数の推移
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資料：農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課（平成26（2014）年度までは内閣府）調べ
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⑮農林漁業体験を経験した国民（世帯）の割合
農林漁業体験を経験した国民（世帯）の割合（本人又は家族の中に、農林漁業体験に参加し
た人がいる割合）は36.3%であり、前回の調査結果（30.6％：平成28（2016）年度）と比
べて、5.7ポイント増加しています。
また、第3次基本計画作成時の調査結果（36.2％：平成27（2015）年度）と比べて0.1ポ
イント増加しています（図表3-17）。

	 図表3-17	 農林漁業体験を経験した国民（世帯）の割合の推移
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資料：農林水産省「食生活及び農林漁業体験に関する調査」

⑯食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民の割合
食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民の割合は71.8％であり、前回の調査結
果（62.4％：平成28（2016）年度）と比べて、9.4ポイント増加しています。
また、第3次基本計画作成時の調査結果（67.4％：平成26（2014）年度）と比べて4.4ポ
イント増加しています（図表3-18）。

	 図表3-18	 食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民の割合の推移
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資料：�消費者庁「消費者意識基本調査」（平成26（2014）、27（2015）年度）、「消費生活に関する意識調査－食品ロス問題等に関する
調査－」（平成28（2016）年度）、「消費者の意識に関する調査結果報告書－食品ロス削減の周知及び実践状況に関する調査－
（平成29（2017）年度）
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⑰地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている国民の割合
郷土料理や伝統料理など、地域や家庭で受け継がれてきた料理や味、箸づかいなどの食べ
方・作法を継承し、伝えている国民の割合は、37.8％であり、前回の調査結果（41.5％：平
成28（2016）年度）と比べて、3.7ポイント減少しています。
また、第3次基本計画作成時の調査結果（41.6％：平成27（2015）年度）と比べて、3.8
ポイント減少しています（図表3-19）。

	 図表3-19	 地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている国民の割合の推移
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資料：農林水産省（平成27（2015）年度は内閣府）「食育に関する意識調査」

⑱地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承している若い世代の割合
郷土料理や伝統料理など、地域や家庭で受け継がれてきた料理や味、箸づかいなどの食べ
方・作法を「受け継いでいる」と回答した若い世代の割合は50.4％であり、前回の調査結果
（54.6％：平成28（2016）年度）と比べて、4.2ポイント減少しています。
また、第3次基本計画作成時の調査結果（49.3％：平成27（2015）年度）と比べて1.1ポ
イント増加しています（図表3-20）。

	 図表3-20	 地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承している若い世代の割合の推移

（該当者数）
受け継いでいる 受け継いでいない わからない

平成29（2017）年度（345人）

平成28（2016）年度（350人）

平成27（2015）年度（377人）

50.4 50.4 

54.6 54.6 

49.349.3

47.5 47.5 

42.3 42.3 

45.445.4

2.0 

3.1 

5.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（%）

資料：農林水産省（平成27（2015）年度は内閣府）「食育に関する意識調査」
注：20～39歳が対象
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⑲食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する国民の割合
安全な食生活を送ることについて『判断している』（「いつも判断している」及び「判断して
いる」の合計）と回答した人の割合は72.4％であり、前回の調査結果（71.8％：平成28
（2016）年度）と比べて、0.6ポイント増加しています。第3次基本計画作成時の調査結果
（72.0％：平成27（2015）年度）と比べて0.4ポイント増加しています（図表3-21）。

	 図表3-21	 食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する国民の割合の推移

（該当者数）

いつも判断
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あまり判断
していない

全く判断
していない
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ない

判断して
いる
（小計）

判断して
いない
（小計）

平成29（2017）年度（1,786人） 72.4 26.5

平成28（2016）年度（1,874人） 71.8 26.8

平成27（2015）年度（1,791人） 72.0 27.2

判断している（小計） 判断していない（小計）

18.0 18.0 

20.120.1

18.818.8

54.454.4

51.851.8

53.253.2

24.724.7

24.924.9

25.625.6

1.81.8

1.91.9

1.71.7

1.1

1.4

0.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（%）

資料：農林水産省（平成27（2015）年度は内閣府）「食育に関する意識調査」

⑳食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する若い世代の割合
安全な食生活を送ることについて『判断している』（「いつも判断している」及び「判断して
いる」の合計）と回答した若い世代の割合は62.6％であり、前回の調査結果（56.9％：平成
28（2016）年度）と比べて、5.7ポイント増加しています。
また、第3次基本計画作成時の調査結果（56.8％：平成27（2015）年度）と比べて5.8ポ
イント増加しています（図表3-22）。

	 図表3-22	 食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する若い世代の割合の推移

（該当者数）
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あまり判断
していない
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していない

平成29（2017）年度（345人） 62.6 36.8

平成28（2016）年度（350人） 56.9 42.3

平成27（2015）年度（377人） 56.8 42.7
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資料：農林水産省（平成27（2015）年度は内閣府）「食育に関する意識調査」
注：20～39歳が対象
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㉑推進計画を作成・実施している市町村の割合
平成30（2018）年3月末時点で食育推進計画を作成・実施している市町村の割合は79.3％
であり、前回の調査結果（78.1％：平成28（2016）年度）と比べて、1.2ポイント増加して
います。
また、第3次基本計画作成時の作成率（76.7％：平成27（2015）年度）と比べて2.6ポイ
ント増加しています（図表3-23）。

	 図表3-23	 市町村の食育推進計画の作成率の推移

4.1

15.0 25.5

37.3
39.5

58.2
65.3

71.5
76.0

76.7

78.1

79.3

0

20

40

60

80

100

平成19
（2007） 

（年度）20
（2008）

20
（2008）

21
（2009）

22
（2010）

23
（2011）

24
（2012）

25
（2013）

26
（2014）

27
（2015）

28
（2016）

29
（2017）

（％）

資料：農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課（平成27（2015）年度までは内閣府）調べ
注：平成20（2008）年度は平成20（2008）年6月現在及び平成21（2009）年3月現在の作成割合
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施策 関連施策 平成28年度
予算額

平成29年度
予算額

平成30年度
予算額

1．�家庭における食
育の推進

【文部科学省】
生活習慣づくりの推進に関する調査研究

子供の生活習慣に影響を与える家庭環境、社会・
経済的環境（企業活動）に関するエビデンスの収
集・分類や、企業や働く保護者へのワークライフ
バランスの観点からの生活習慣づくりの普及啓発
などについて検討を行う。

26 5 13の内数

【厚生労働省】
「健やか親子21」による母子保健活動の推進

「健やか親子21（第2次）」（21世紀の母子保健の
取組の方向性を提示すると同時に、目標値を設定
し、関係機関・団体が一体となって推進する国民
運動計画）による母子保健活動の推進を行う。

20 20 20

2．�学校、保育所等
における食育の
推進

【文部科学省】
社会的課題に対応するための学校給食の活用

学校給食には、適切な栄養の摂取による健康の
保持増進等に加え、食品ロスの削減、地産地消の
推進、伝統的な食文化の継承などの社会的な課題・
要請への対応が求められており、これらの課題解
決に資するためのモデル事業を実施する。

150 83 32

つながる食育推進事業
栄養教諭と養護教諭等が連携した家庭へのアプ

ローチや、体験活動を通した食への理解促進など、
学校を核として家庭を巻き込んだ取組を推進する
ことで、家庭における食への理解を深める。

－ 33 51

学校給食費徴収・管理業務の改善・充実
教職員の業務負担軽減等の観点から、学校給食

費の徴収・管理業務について、学校から自治体へ
の移管を促進するため、自治体による徴収・管理
の課題の解決方法等の調査研究を行い、モデル事
業の実践・成果等も踏まえ、学校給食費の徴収・
管理業務に関するガイドラインを作成する。

－ － 18

学校給食の現代的課題に関する調査研究
学校給食調理場における衛生管理への対応など、

学校給食を取り巻く行政上の課題に対応するため
の調査研究を行う。

24 24 24

学校施設環境改善交付金（学校給食施設整備）
学校給食の普及充実及び安全な学校給食の実施

を図るため、衛生管理の充実強化等に必要な学校
給食施設の設備に対する補助を行う。

28,188の
内数

24,069の
内数

28,797の
内数

【環境省】
食品廃棄物等リデュース・リサイクル推進事業費

学校給食の実施に伴い発生する廃棄物の3R促進
の先進事例の普及・展開を図るとともに、学校に
おける3Rを題材とした食育・環境教育活動を促進
するため、他の地域の参考となるモデルケースを
形成しつつ、事業の取組の効果の検証等を行うた
めのモデル事業を実施する。また、食品ロスとそ
れに関連する環境問題を学習する学校教育授業支
援パッケージを構築する。

さらに、各地域におけるリサイクルループ形成
促進や登録再生利用事業者の育成等のため、事業
者・自治体向けのセミナー等を活用したマッチン
グを実施する。

35の内数 68の内数 70の内数

食育関連予算の概要（施策別）
（単位：百万円）
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施策 関連施策 平成28年度
予算額

平成29年度
予算額

平成30年度
予算額

3．�地域における食
育の推進

【厚生労働省】
国民健康づくり運動の推進（「健康日本21（第二次）」）

平成25年度からの「二十一世紀における第二次
国民健康づくり運動（健康日本21（第二次））」を
国民の自主的な参加による国民運動として、普及
推進を図るとともに、国民の身体状況や食生活等
の状況を明らかにする国民健康・栄養調査の実施、
最新の科学的根拠に基づく食事摂取基準の策定な
ど、健康増進の総合的な推進を図る。

676 590 587

8020（ハチマルニイマル）運動の推進
都道府県が実施する歯の健康づくりのために行

われる地域の実情に応じた歯科保健医療事業の円
滑な推進を支援する。

328の内数 358の内数 403の内数

子どもの生活・学習支援事業
放課後児童クラブ等の終了後に、ひとり親家庭

の子どもに対し、悩み相談を行いつつ、基本的な
生活習慣の習得支援・学習支援、食事の提供等を
行い、ひとり親の家庭の子どもの生活向上を図る
自治体の取組を支援する。

11,220の
内数

11,429の
内数

12,226の
内数

【農林水産省】
地域の魅力再発見食育推進事業

第3次食育推進基本計画の目標のうち食文化の継
承等農林水産省関連の目標達成に向けて、地域の関
係者が連携して取り組む、食文化の継承、和食給食
の普及、農林漁業体験機会の提供、日本型食生活の
普及促進、食育を推進するリーダーの育成、共食機
会の提供、食品ロスの削減等の食育活動を支援。

－ 280（食料産業・
6次産業化
交付金に統
合）

食料産業・6次産業化交付金のうち地域での食育の推進
第3次食育推進基本計画の目標のうち食文化の継

承等農林水産省関連の目標達成に向けて、地域の
関係者が連携して取り組む、食文化の継承、和食
給食の普及促進、農林漁業体験機会の提供、日本
型食生活の普及促進、食育を推進するリーダーの
育成、共食機会の提供、食品ロスの削減等の食育
活動を支援。

－ － 1,678の
内数

【経済産業省】
健康経営銘柄（健康寿命延伸産業創出推進事業の
内数）
「健康経営銘柄」は、経済産業省が東京証券取引

所と共同で、東京証券取引所の上場会社の中から
「健康経営」に優れた企業を選定し、長期的な視点
からの企業価値の向上を重視する投資家によって
魅力ある企業として紹介することを通じ、企業に
よる「健康経営」の取組を促進することを目指す。

816の内数 713の内数 604の内数

4．�食育推進運動の
展開

【農林水産省】
食育活動の全国展開事業委託費

食育推進全国大会や食育活動表彰等を行い、食
育の全国展開を図る。第3次食育推進基本計画に基
づき、国民のニーズや特性を調査・分析し実践的
な食育推進方策の検討を行う。

60 60 54

国産水産物流通促進事業
水産加工業者等が行う、学校給食向けの商品開

発等を図る取組への支援や、学校給食関係者等向
けの魚食普及セミナー等を実施。

752の内数 800の内数 －

国産水産物流通促進・消費拡大総合対策事業
国産水産物の流通促進と消費拡大を図るため、

水産物加工・流通構造の改善、消費者等に対する
魚食普及等を総合的に推進。

－ － 706の内数
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施策 関連施策 平成28年度
予算額

平成29年度
予算額

平成30年度
予算額

5．�生産者と消費者
との交流の促進、
環境と調和のと
れた農林漁業の
活性化等

【消費者庁】
食品ロス削減に係る取組

消費者が食品ロスに対する認識を高め、その削
減に向けて消費行動が改善されるよう、徳島県で
実施した食品ロスの削減に資する取組等を踏まえ、
全国的な普及・啓発を図る。

3 6 6

【総務省】
都市・農山漁村の地域連携による子ども農山漁村
交流推進モデル事業

子ども農山漁村交流の取組の拡大、定着を図る
ため、送り側・受入側の地方公共団体双方が連携
して行う実施体制の構築を支援するモデル事業を
実施。

モデル事業の取組事例やノウハウの横展開を進
めるためのセミナーを開催。

30 35 40

【農林水産省】
6次産業化ネットワーク活動交付金

農林漁業者と多様な事業者が連携して行う地産
地消等の取組に必要な施設整備や、新商品開発・
販路開拓等の取組を支援する。

2,033の 
内数

1,909の 
内数

（食料産業・
6次産業化交
付金に統合）

日本の食消費拡大国民運動推進事業
生産者・食品関連事業者・団体、国が一体となっ

て国産農林水産物の消費拡大を推進するため、日
本の食の魅力を消費者に広く普及する活動や、国
産農林水産物の利用を積極的に進める食品関連事
業者等の取組を後押しするための表彰等を通じた
情報発信を実施する。また、学校給食等へ地場産
食材を安定供給する取組をはじめとした地産地消
を推進するためのコーディネーターの育成等を支
援する。

388 288 232

農山漁村振興交付金
農山漁村が持つ豊かな自然や「食」を活用した

都市と農村との共生・対流等を推進する取組や「農
泊」を推進する取組等を総合的に支援し、農山漁
村の活性化を推進する。

8,000の内
数

10,060の
内数

10,070の
内数

【観光庁】
地域資源を活用した観光地魅力創造事業

地域の伝統文化、美しい自然、歴史的景観、豊
かな農山漁村、魅力ある食文化等、地域の観光資
源を活かした着地型旅行商品の造成や名産品の開
発等を支援することにより、魅力あふれる観光地
域づくりを推進。

295 270 －

6．�食文化の継承の
ための活動への
支援等

【農林水産省】
「和食」の保護・継承事業

「和食」を国民全体で保護・継承するため、「和
食」をテーマに次世代継承型の食育活動を推進す
るとともに、メディア等と連携して「和食」の魅
力等を効果的に発信する。

103 60 54

7．�食品の安全性、
栄養その他の食
生活に関する調
査、研究、情報
の提供及び国際
交流の推進

【内閣府食品安全委員会】
リスクコミュニケーションの実施

意見交換会の開催や季刊誌の発行等を行い、食
品安全委員会が行うリスク評価に関する科学的情
報について、分かりやすく解説し国民一般に対し
て提供を行う。

25 28 29
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施策 関連施策 平成28年度
予算額

平成29年度
予算額

平成30年度
予算額

【消費者庁】
食品に係るリスクコミュニケーションの実施

食品の安全に関して、消費者が正確な情報を入
手し理解を深め、自らの判断で適切な消費行動を
行えるよう、意見交換会等のリスクコミュニケー
ションを推進していく。

34の内数 35の内数 36の内数

【外務省】
日本食や日本の食文化の紹介も含めた海外向け

日本事情発信誌や映像資料を作成する。
101の内数 101の内数 81の内数

国連食糧農業機関（FAO）に対して分担金を拠
出することにより、同機関が実施する栄養改善に
関する事業や調査分析、情報収集等の取組へ貢献
する。

6,401の
内数

5,793の
内数

5,194の
内数

在外公館が管轄地域における対日理解の促進や
親日層の形成を目的として、外交活動の一環とし
て開催する総合的な日本文化の発信事業。

309の内数 258の内数 261の内数

国連世界食糧計画（WFP）への拠出を通じて国
際的な連携・交流の促進及び飢餓や栄養不足の問
題等に関する情報提供を行う。

10,805の
内数

7,986の
内数

599の内数

【厚生労働省】
食品に関する情報提供や意見交換（リスクコミュ
ニケーション）の推進

食品安全に対する消費者の意識の高まりなどに
対応するため、食品安全基本法や食品衛生法に基
づき、消費者などへの積極的な情報の提供や双方
向の意見交換を行う。

9 9 9

注1：本概要は、食育関連の額を特定できる予算事項について掲載。
注2：平成28年度及び平成29年度予算額は、補正後予算額。
注3：本概要は、百万円未満を四捨五入の上、百万円単位で表記している。
注4：各関連施策については、施策7区分中、その施策目的上最も関連のある区分に掲載。
注5：内数により小計が算出できない関連施策が存在するため、総計は計上しない。
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食育基本法（平成17年法律第63号）
最終改正：平成27年9月11日法律第66号

目次
前文
第一章　総則（第一条―第十五条）
第二章　食育推進基本計画等

（第十六条―第十八条）
第三章　基本的施策（第十九条―第二十五条）
第四章　食育推進会議等

（第二十六条―第三十三条）
附則

二十一世紀における我が国の発展のためには、
子どもたちが健全な心と身体を培い、未来や国際
社会に向かって羽ばたくことができるようにする
とともに、すべての国民が心身の健康を確保し、
生涯にわたって生き生きと暮らすことができるよ
うにすることが大切である。
子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる

力を身に付けていくためには、何よりも「食」が
重要である。今、改めて、食育を、生きる上での
基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となる
べきものと位置付けるとともに、様々な経験を通
じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を
習得し、健全な食生活を実践することができる人
間を育てる食育を推進することが求められてい
る。もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要
なものであるが、子どもたちに対する食育は、心
身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、
生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間
性をはぐくんでいく基礎となるものである。
一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、

日々忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の「食」
の大切さを忘れがちである。国民の食生活におい
ては、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習
慣病の増加、過度の痩

そう
身志向などの問題に加え、

新たな「食」の安全上の問題や、「食」の海外へ
の依存の問題が生じており、「食」に関する情報
が社会に氾

はん
濫する中で、人々は、食生活の改善の

面からも、「食」の安全の確保の面からも、自ら
「食」のあり方を学ぶことが求められている。ま
た、豊かな緑と水に恵まれた自然の下で先人から
はぐくまれてきた、地域の多様性と豊かな味覚や
文化の香りあふれる日本の「食」が失われる危機
にある。

こうした「食」をめぐる環境の変化の中で、国
民の「食」に関する考え方を育て、健全な食生活
を実現することが求められるとともに、都市と農
山漁村の共生・対流を進め、「食」に関する消費
者と生産者との信頼関係を構築して、地域社会の
活性化、豊かな食文化の継承及び発展、環境と調
和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料
自給率の向上に寄与することが期待されている。
国民一人一人が「食」について改めて意識を高

め、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々な活
動への感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関し
て信頼できる情報に基づく適切な判断を行う能力
を身に付けることによって、心身の健康を増進す
る健全な食生活を実践するために、今こそ、家
庭、学校、保育所、地域等を中心に、国民運動と
して、食育の推進に取り組んでいくことが、我々
に課せられている課題である。さらに、食育の推
進に関する我が国の取組が、海外との交流等を通
じて食育に関して国際的に貢献することにつなが
ることも期待される。
ここに、食育について、基本理念を明らかにし

てその方向性を示し、国、地方公共団体及び国民
の食育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に
推進するため、この法律を制定する。

第一章　総　則

（目的）
第一条　この法律は、近年における国民の食生活
をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわ
たって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐ
くむための食育を推進することが緊要な課題と
なっていることにかんがみ、食育に関し、基本
理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を
明らかにするとともに、食育に関する施策の基
本となる事項を定めることにより、食育に関す
る施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現
在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活
と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを
目的とする。

（国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成）
第二条　食育は、食に関する適切な判断力を養
い、生涯にわたって健全な食生活を実現するこ
とにより、国民の心身の健康の増進と豊かな人
間形成に資することを旨として、行われなけれ
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ばならない。

（食に関する感謝の念と理解）
第三条　食育の推進に当たっては、国民の食生活
が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、
食に関わる人々の様々な活動に支えられている
ことについて、感謝の念や理解が深まるよう配
慮されなければならない。

（食育推進運動の展開）
第四条　食育を推進するための活動は、国民、民
間団体等の自発的意思を尊重し、地域の特性に
配慮し、地域住民その他の社会を構成する多様
な主体の参加と協力を得るものとするととも
に、その連携を図りつつ、あまねく全国におい
て展開されなければならない。

（子どもの食育における保護者、教育関係者等
の役割）
第五条　食育は、父母その他の保護者にあって
は、家庭が食育において重要な役割を有してい
ることを認識するとともに、子どもの教育、保
育等を行う者にあっては、教育、保育等におけ
る食育の重要性を十分自覚し、積極的に子ども
の食育の推進に関する活動に取り組むこととな
るよう、行われなければならない。

（食に関する体験活動と食育推進活動の実践）
第六条　食育は、広く国民が家庭、学校、保育
所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所
を利用して、食料の生産から消費等に至るまで
の食に関する様々な体験活動を行うとともに、
自ら食育の推進のための活動を実践することに
より、食に関する理解を深めることを旨とし
て、行われなければならない。

（伝統的な食文化、環境と調和した生産等への
配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上へ
の貢献）
第七条　食育は、我が国の伝統のある優れた食文
化、地域の特性を生かした食生活、環境と調和
のとれた食料の生産とその消費等に配意し、我
が国の食料の需要及び供給の状況についての国
民の理解を深めるとともに、食料の生産者と消
費者との交流等を図ることにより、農山漁村の
活性化と我が国の食料自給率の向上に資するよ

う、推進されなければならない。

（食品の安全性の確保等における食育の役割）
第八条　食育は、食品の安全性が確保され安心し
て消費できることが健全な食生活の基礎である
ことにかんがみ、食品の安全性をはじめとする
食に関する幅広い情報の提供及びこれについて
の意見交換が、食に関する知識と理解を深め、
国民の適切な食生活の実践に資することを旨と
して、国際的な連携を図りつつ積極的に行われ
なければならない。

（国の責務）
第九条　国は、第二条から前条までに定める食育
に関する基本理念（以下「基本理念」という。）
にのっとり、食育の推進に関する施策を総合的
かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有す
る。

（地方公共団体の責務）
第十条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、
食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、そ
の地方公共団体の区域の特性を生かした自主的
な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

（教育関係者等及び農林漁業者等の責務）
第十一条　教育並びに保育、介護その他の社会福
祉、医療及び保健（以下「教育等」という。）
に関する職務に従事する者並びに教育等に関す
る関係機関及び関係団体（以下「教育関係者
等」という。）は、食に関する関心及び理解の
増進に果たすべき重要な役割にかんがみ、基本
理念にのっとり、あらゆる機会とあらゆる場所
を利用して、積極的に食育を推進するよう努め
るとともに、他の者の行う食育の推進に関する
活動に協力するよう努めるものとする。

2　農林漁業者及び農林漁業に関する団体（以下
「農林漁業者等」という。）は、農林漁業に関す
る体験活動等が食に関する国民の関心及び理解
を増進する上で重要な意義を有することにかん
がみ、基本理念にのっとり、農林漁業に関する
多様な体験の機会を積極的に提供し、自然の恩
恵と食に関わる人々の活動の重要性について、
国民の理解が深まるよう努めるとともに、教育
関係者等と相互に連携して食育の推進に関する
活動を行うよう努めるものとする。
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（食品関連事業者等の責務）
第十二条　食品の製造、加工、流通、販売又は食
事の提供を行う事業者及びその組織する団体
（以下「食品関連事業者等」という。）は、基本
理念にのっとり、その事業活動に関し、自主的
かつ積極的に食育の推進に自ら努めるととも
に、国又は地方公共団体が実施する食育の推進
に関する施策その他の食育の推進に関する活動
に協力するよう努めるものとする。

（国民の責務）
第十三条　国民は、家庭、学校、保育所、地域そ
の他の社会のあらゆる分野において、基本理念
にのっとり、生涯にわたり健全な食生活の実現
に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与する
よう努めるものとする。

（法制上の措置等）
第十四条　政府は、食育の推進に関する施策を実
施するため必要な法制上又は財政上の措置その
他の措置を講じなければならない。

（年次報告）
第十五条　政府は、毎年、国会に、政府が食育の
推進に関して講じた施策に関する報告書を提出
しなければならない。

第二章　食育推進基本計画等

（食育推進基本計画）
第十六条　食育推進会議は、食育の推進に関する
施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食
育推進基本計画を作成するものとする。
2　食育推進基本計画は、次に掲げる事項につい
て定めるものとする。
一　食育の推進に関する施策についての基本的
な方針

二　食育の推進の目標に関する事項
三　国民等の行う自発的な食育推進活動等の総
合的な促進に関する事項

四　前三号に掲げるもののほか、食育の推進に
関する施策を総合的かつ計画的に推進するた
めに必要な事項

3　食育推進会議は、第一項の規定により食育推
進基本計画を作成したときは、速やかにこれを
農林水産大臣に報告し、及び関係行政機関の長

に通知するとともに、その要旨を公表しなけれ
ばならない。
4　前項の規定は、食育推進基本計画の変更につ
いて準用する。

（都道府県食育推進計画）
第十七条　都道府県は、食育推進基本計画を基本
として、当該都道府県の区域内における食育の
推進に関する施策についての計画（以下「都道
府県食育推進計画」という。）を作成するよう
努めなければならない。
2　都道府県（都道府県食育推進会議が置かれて
いる都道府県にあっては、都道府県食育推進会
議）は、都道府県食育推進計画を作成し、又は
変更したときは、速やかに、その要旨を公表し
なければならない。

（市町村食育推進計画）
第十八条　市町村は、食育推進基本計画（都道府
県食育推進計画が作成されているときは、食育
推進基本計画及び都道府県食育推進計画）を基
本として、当該市町村の区域内における食育の
推進に関する施策についての計画（以下「市町
村食育推進計画」という。）を作成するよう努
めなければならない。
2　市町村（市町村食育推進会議が置かれている
市町村にあっては、市町村食育推進会議）は、
市町村食育推進計画を作成し、又は変更したと
きは、速やかに、その要旨を公表しなければな
らない。

第三章　基本的施策

（家庭における食育の推進）
第十九条　国及び地方公共団体は、父母その他の
保護者及び子どもの食に対する関心及び理解を
深め、健全な食習慣の確立に資するよう、親子
で参加する料理教室その他の食事についての望
ましい習慣を学びながら食を楽しむ機会の提
供、健康美に関する知識の啓発その他の適切な
栄養管理に関する知識の普及及び情報の提供、
妊産婦に対する栄養指導又は乳幼児をはじめと
する子どもを対象とする発達段階に応じた栄養
指導その他の家庭における食育の推進を支援す
るために必要な施策を講ずるものとする。
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（学校、保育所等における食育の推進）
第二十条　国及び地方公共団体は、学校、保育所
等において魅力ある食育の推進に関する活動を
効果的に促進することにより子どもの健全な食
生活の実現及び健全な心身の成長が図られるよ
う、学校、保育所等における食育の推進のため
の指針の作成に関する支援、食育の指導にふさ
わしい教職員の設置及び指導的立場にある者の
食育の推進において果たすべき役割についての
意識の啓発その他の食育に関する指導体制の整
備、学校、保育所等又は地域の特色を生かした
学校給食等の実施、教育の一環として行われる
農場等における実習、食品の調理、食品廃棄物
の再生利用等様々な体験活動を通じた子どもの
食に関する理解の促進、過度の痩（そう）身又
は肥満の心身の健康に及ぼす影響等についての
知識の啓発その他必要な施策を講ずるものとす
る。

（地域における食生活の改善のための取組の推進）
第二十一条　国及び地方公共団体は、地域におい
て、栄養、食習慣、食料の消費等に関する食生
活の改善を推進し、生活習慣病を予防して健康
を増進するため、健全な食生活に関する指針の
策定及び普及啓発、地域における食育の推進に
関する専門的知識を有する者の養成及び資質の
向上並びにその活用、保健所、市町村保健セン
ター、医療機関等における食育に関する普及及
び啓発活動の推進、医学教育等における食育に
関する指導の充実、食品関連事業者等が行う食
育の推進のための活動への支援等必要な施策を
講ずるものとする。

（食育推進運動の展開）
第二十二条　国及び地方公共団体は、国民、教育
関係者等、農林漁業者等、食品関連事業者等そ
の他の事業者若しくはその組織する団体又は消
費生活の安定及び向上等のための活動を行う民
間の団体が自発的に行う食育の推進に関する活
動が、地域の特性を生かしつつ、相互に緊密な
連携協力を図りながらあまねく全国において展
開されるようにするとともに、関係者相互間の
情報及び意見の交換が促進されるよう、食育の
推進に関する普及啓発を図るための行事の実
施、重点的かつ効果的に食育の推進に関する活
動を推進するための期間の指定その他必要な施

策を講ずるものとする。
2　国及び地方公共団体は、食育の推進に当たっ
ては、食生活の改善のための活動その他の食育
の推進に関する活動に携わるボランティアが果
たしている役割の重要性にかんがみ、これらの
ボランティアとの連携協力を図りながら、その
活動の充実が図られるよう必要な施策を講ずる
ものとする。

（生産者と消費者との交流の促進、環境と調和
のとれた農林漁業の活性化等）
第二十三条　国及び地方公共団体は、生産者と消
費者との間の交流の促進等により、生産者と消
費者との信頼関係を構築し、食品の安全性の確
保、食料資源の有効な利用の促進及び国民の食
に対する理解と関心の増進を図るとともに、環
境と調和のとれた農林漁業の活性化に資するた
め、農林水産物の生産、食品の製造、流通等に
おける体験活動の促進、農林水産物の生産され
た地域内の学校給食等における利用その他のそ
の地域内における消費の促進、創意工夫を生か
した食品廃棄物の発生の抑制及び再生利用等必
要な施策を講ずるものとする。

（食文化の継承のための活動への支援等）
第二十四条　国及び地方公共団体は、伝統的な行
事や作法と結びついた食文化、地域の特色ある
食文化等我が国の伝統のある優れた食文化の継
承を推進するため、これらに関する啓発及び知
識の普及その他の必要な施策を講ずるものとす
る。

（食品の安全性、栄養その他の食生活に関する
調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進）
第二十五条　国及び地方公共団体は、すべての世
代の国民の適切な食生活の選択に資するよう、
国民の食生活に関し、食品の安全性、栄養、食
習慣、食料の生産、流通及び消費並びに食品廃
棄物の発生及びその再生利用の状況等について
調査及び研究を行うとともに、必要な各種の情
報の収集、整理及び提供、データベースの整備
その他食に関する正確な情報を迅速に提供する
ために必要な施策を講ずるものとする。
2　国及び地方公共団体は、食育の推進に資する
ため、海外における食品の安全性、栄養、食習
慣等の食生活に関する情報の収集、食育に関す
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る研究者等の国際的交流、食育の推進に関する
活動についての情報交換その他国際交流の推進
のために必要な施策を講ずるものとする。

第四章　食育推進会議等

（食育推進会議の設置及び所掌事務）
第二十六条　農林水産省に、食育推進会議を置く。
2　食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさど
る。
一　食育推進基本計画を作成し、及びその実施
を推進すること。

二　前号に掲げるもののほか、食育の推進に関
する重要事項について審議し、及び食育の推
進に関する施策の実施を推進すること。

（組織）
第二十七条　食育推進会議は、会長及び委員二十
五人以内をもって組織する。

（会長）
第二十八条　会長は、農林水産大臣をもって充て
る。
2　会長は、会務を総理する。
3　会長に事故があるときは、あらかじめその指
名する委員がその職務を代理する。

（委員）
第二十九条　委員は、次に掲げる者をもって充て
る。
一　農林水産大臣以外の国務大臣のうちから、
農林水産大臣の申出により、内閣総理大臣が
指定する者

二　食育に関して十分な知識と経験を有する者
のうちから、農林水産大臣が任命する者

2　前項第二号の委員は、非常勤とする。

（委員の任期）
第三十条　前条第一項第二号の委員の任期は、二
年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任
者の残任期間とする。
2　前条第一項第二号の委員は、再任されること
ができる。

（政令への委任）
第三十一条　この章に定めるもののほか、食育推

進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政
令で定める。

（都道府県食育推進会議）
第三十二条　都道府県は、その都道府県の区域に
おける食育の推進に関して、都道府県食育推進
計画の作成及びその実施の推進のため、条例で
定めるところにより、都道府県食育推進会議を
置くことができる。
2　都道府県食育推進会議の組織及び運営に関し
必要な事項は、都道府県の条例で定める。

（市町村食育推進会議）
第三十三条　市町村は、その市町村の区域におけ
る食育の推進に関して、市町村食育推進計画の
作成及びその実施の推進のため、条例で定める
ところにより、市町村食育推進会議を置くこと
ができる。
2　市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必
要な事項は、市町村の条例で定める。

附　則　抄

（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して一月
を超えない範囲内において政令で定める日から
施行する。
（平成一七年政令第二三五号で平成一七年七月
一五日から施行）

附　則　（平成二一年六月五日法律第四九号）　抄

（施行期日）
第一条　この法律は、消費者庁及び消費者委員会
設置法（平成二十一年法律第四十八号）の施行
の日から施行する。
（施行の日＝平成二一年九月一日）

附　則　（平成二七年九月一一日法律第六六号）　抄

（施行期日）
第一条　この法律は、平成二十八年四月一日から
施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
一　附則第七条の規定　公布の日
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（食育基本法の一部改正に伴う経過措置）
第四条　この法律の施行の際現に第二十五条の規
定による改正前の食育基本法第二十六条第一項
の規定により置かれている食育推進会議は、第
二十五条の規定による改正後の食育基本法第二
十六条第一項の規定により置かれる食育推進会
議となり、同一性をもって存続するものとす
る。

（政令への委任）
第七条　附則第二条から前条までに定めるものの
ほか、この法律の施行に関し必要な経過措置
は、政令で定める。
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第3次食育推進基本計画
平成28年3月18日
食育推進会議決定

はじめに

1．食をめぐる現状
食は命の源であり、私たち人間が生きていくた

めに食は欠かせない。また、健全な食生活を日々
実践し、おいしく楽しく食べることは、人に生き
る喜びや楽しみを与え、健康で心豊かな暮らしの
実現に大きく寄与するものである。

しかし、我が国では、急速な経済発展に伴い、
生活水準が向上するとともに、食を取り巻く社会
環境が大きく変化する中で、食に関する国民の価
値観やライフスタイル等の多様化が進んでいる。

このような中、国民の意識の変化とともに、世
帯構造の変化や様々な生活状況により、健全な食
生活を実践することが困難な場面も増えてきてい
る。さらに、古くから各地で育まれてきた地域の
伝統的な食文化等、国民の食文化に関する意識が
希薄化し、失われていくことも危惧されている。

我が国は世界でも有数の長寿国となり、平均寿
命は男女共に80年を超え、今後も平均寿命が延
びることが予測されている。その一方で、国民の
食生活においては、エネルギーや食塩等の過剰摂
取や野菜の摂取不足等の栄養の偏り、朝食の欠食
に代表されるような食習慣の乱れが見られる。こ
れらに起因する肥満や生活習慣病は引き続き課題
である一方で、若い女性のやせ、高齢者の低栄養
傾向等の健康面での問題も指摘されている。

食については、情報が社会に氾濫し、情報の受
け手である国民が、食に関する正しい情報を適切
に選別し活用することが困難な状況も見受けられ
る。食品の安全性に関わる国内外の事案の発生に
より、食品の安全性に対する国民の関心は引き続
き高く、国民による情報の適切な選別、活用が促
進されるようにしていく必要性が高まっている。

加えて、我が国は食料を海外に大きく依存して
おり、食料自給率及び我が国の農林水産業が有す
る食料の潜在生産能力である食料自給力の維持向
上が急務となっている。一方で、開発途上国を中
心に多くの人々が飢餓や栄養不足で苦しんでいる
中で、我が国は大量の食品廃棄物を発生させ、環
境への大きな負荷を生じさせている。国連サミッ
トで採択された「持続可能な開発のための2030

アジェンダ」（2015年）（以下「2030アジェンダ」
という。）においても、小売・消費レベルにおけ
る世界全体の一人当たりの食料廃棄の半減等が目
標として掲げられており、こうした食料問題を世
界全体の問題としても捉えていくことが求められ
ている。

2．これまでの取組と今後の展開
「国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊

かな人間性をはぐくむ」（食育基本法第1条）こ
とを目的として、平成17年6月に食育基本法

（平成17年法律第63号）が制定された。
その後、同法に基づき、食育推進基本計画（平

成18年度から平成22年度まで）及び第2次食育
推進基本計画（平成23年度から平成27年度ま
で）を作成し、国は10年にわたり、都道府県、
市町村、関係機関・団体等多様な関係者とともに
食育を推進してきた。

その間、日常生活の基盤である家庭における共
食を原点とし、学校、保育所等が子供の食育を進
め、都道府県、市町村、様々な関係機関・団体
等、地域における多様な関係者が様々な形で食育
を主体的に推進してきた。

その結果、「食育に関心を持っている国民の割
合」や「朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共
食」の回数」、「栄養バランス等に配慮した食生活
を送っている国民の割合」、「農林漁業体験を経験
した国民の割合」、「食品の安全性に関する基礎的
な知識を持っている国民の割合」、「推進計画を作
成・実施している市町村の割合」が増加するとと
もに、家庭、学校、保育所等における食育は着実
に推進され、進展してきている。

しかしながら、特に若い世代では、健全な食生
活を心がけている人が少なく、食に関する知識が
ないとする人も多い。また、他の世代と比べて、
朝食欠食の割合が高く、栄養バランスに配慮した
食生活を送っている人が少ないなど、健康や栄養
に関する実践状況に課題が見受けられる。

また、近年、家族や生活の状況が変化する中
で、高齢者を始めとする単独世帯やひとり親世
帯、貧困の状況にある子供に対する支援が重要な
課題になっている。さらに、我が国において、高
齢化が急速に進展する中、健康寿命の延伸は、国
の重要な課題であり、食育の観点からも積極的な
取組が必要である。

加えて、食料を海外に大きく依存する我が国に
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おいて、大量の食品廃棄物を発生させ、環境への
負荷を生じさせていることから、食に関する感謝
の念や理解を一層深めることは引き続き重要であ
り、生産から消費に至る食の循環を意識し、食品
ロスの削減等環境にも配慮する必要がある。

また、食を取り巻く社会環境が変化する中に
あっても、我が国の大切な食文化が失われること
がないよう、食文化の継承も重要な課題である。

今後の食育の推進に当たっては、食をめぐるこ
れらの課題を踏まえ、様々な関係者がそれぞれの
特性を生かしながら、多様に連携・協働し、その
実効性を高めつつ、国民が「自ら食育推進のため
の活動を実践する」（食育基本法第6条）ことに
取り組むとともに、国民が実践しやすい社会環境
づくりにも取り組むことで、食をめぐる諸課題の
解決に資するように推進していくことが必要であ
る。

これまでの食育の推進の成果と食をめぐる状況
や諸課題を踏まえつつ、食育に関する施策を総合
的かつ計画的に推進していくため、平成28年度
から平成32年度までの5年間を期間とする新た
な食育推進基本計画を作成する。

第1　食育の推進に関する施策についての
基本的な方針

1．重点課題
今後5年間に特に取り組むべき重点課題を以下

のとおり定める。

（1）若い世代を中心とした食育の推進
国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊か

な人間性を育むためには、子供から成人、高齢者
に至るまで、生涯を通じた食育を推進することが
重要である。

しかし、特に、20歳代及び30歳代の若い世代
は、食に関する知識や意識、実践状況等の面で他
の世代より課題が多い。このため、こうした若い
世代を中心として、食に関する知識を深め、意識
を高め、心身の健康を増進する健全な食生活を実
践することができるように食育を推進する。

また、20歳代及び30歳代を中心とする世代は、
これから親になる世代でもあるため、こうした世
代が食に関する知識や取組を次世代に伝えつなげ
ていけるよう食育を推進する。

（2）多様な暮らしに対応した食育の推進
食育の取組は、日常生活の基盤である家庭にお

いて、確実に推進していくことが極めて重要であ
る。

しかし、我が国では、少子高齢化が進む中、世
帯構造や社会環境も変化し、単独世帯やひとり親
世帯が増えている。また、貧困の状況にある子供
に対する支援が重要な課題になるなど、家庭生活
の状況が多様化する中で、家庭や個人の努力のみ
では、健全な食生活の実践につなげていくことが
困難な状況も見受けられる。

こうした状況を踏まえ、地域や関係団体の連
携・協働を図りつつ、子供や高齢者を含む全ての
国民が健全で充実した食生活を実現できるよう、
コミュニケーションや豊かな食体験にもつながる
共食の機会の提供等を行う食育を推進する。

（3）健康寿命の延伸につながる食育の推進
我が国は、世界有数の長寿国であり、更に平均

寿命が伸長することが予想される。一方、生活習
慣病が死因の約6割、国民医療費の約3割を占め
る中にあって、その予防や改善は引き続き国民的
課題となっている。健康づくりや生活習慣病の発
症・重症化の予防を推進することにより健康寿命
の延伸を実現し、子供から高齢者まで全ての国民
が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を実
現することは、国が優先的に取り組むべき課題の
一つである。

このため、国民一人一人が生活習慣病の発症・
重症化の予防や改善に向けて、健全な食生活を実
践できるよう支援するとともに、食環境の改善が
国民の健康に影響を及ぼすことを踏まえ、関係機
関・団体や食品関連事業者等様々な関係者が主体
的かつ多様な連携・協働を図りながら、健康寿命
の延伸につながる減塩等の推進やメタボリックシ
ンドローム、肥満・やせ、低栄養の予防や改善
等、食育を推進する。

（4）食の循環や環境を意識した食育の推進
食に対する感謝の念を深めていくためには、自

然や社会環境との関わりの中で、食料の生産から
消費に至る食の循環を意識し、生産者を始めとし
て多くの関係者により食が支えられていることを
理解することが大切である。

また、我が国は食料及び飼料等の生産資材の多
くを海外からの輸入に頼っている一方で、推計で
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年間約642万トンにのぼる食品ロスが発生して
おり、環境への大きな負荷を生じさせていること
から、食品廃棄物の発生抑制を更に推進するな
ど、環境にも配慮することが必要である。

このため、国、地方公共団体、食品関連事業
者、国民等の様々な関係者が連携しながら、生産
から消費までの一連の食の循環を意識しつつ、食
品ロスの削減等、環境にも配慮した食育を推進す
る。

（5）食文化の継承に向けた食育の推進
南北に長く、豊かな自然に恵まれ、海に囲まれ

た我が国では、四季折々の食材が豊富で、地域の
農林水産業とも密接に関わった豊かで多様な食文
化を築いてきた。また、長寿国である日本の食事
は世界的にも注目されている文化である。

しかし、近年、グローバル化や流通技術の進
歩、生活様式の多様化等により、地場産物を生か
した郷土料理やその食べ方、食事の際の作法等、
優れた伝統的な食文化が十分に継承されず、その
特色が失われつつある。

このため、「和食；日本人の伝統的な食文化」
が、「自然の尊重」という日本人の精神を体現し
た食に関する社会的慣習としてユネスコ無形文化
遺産に登録（平成25年12月）されたことも踏ま
え、食育活動を通じて、郷土料理、伝統食材、食
事の作法等、伝統的な食文化に関する国民の関心
と理解を深めるなどにより伝統的な食文化の保
護・継承を推進する。

なお、重点課題に取り組むに当たっては、次の
2つの視点に十分留意する必要がある。

○子供から高齢者まで、生涯を通じた取組を推進
食育の推進に当たっては、子供から成人、高齢

者に至るまで、生涯を通じた取組を引き続き目指
していくことが重要である。

特に、子供のうちに健全な食生活を確立するこ
とは、生涯にわたり健全な心身を培い、豊かな人
間性を育んでいく基礎となるため、子供への食育
の基礎を形成する場である家庭や学校、保育所等
との連携により、食育の取組を確実に推進する。

また、高齢者が健康で生き生きと生活できるよ
う、生活の質にも配慮しながら、健全な食生活の
確保に向けた取組を推進する。

○国、地方公共団体、教育関係者、農林漁業者、
食品関連事業者、ボランティア等が主体的かつ
多様に連携・協働しながら食育の取組を推進
食育に関する施策の実効性を高めていくために

は、国、地方公共団体、教育関係者、農林漁業
者、食品関連事業者、ボランティア等、食育に係
る様々な関係者が主体的かつ多様に連携・協働し
て、地域レベルや国レベルのネットワークを築き、
取組を推進していくことが極めて重要である。

さらに、全国各地で地域に密着した食育に関す
る活動が推進されるためには、全ての市町村が食
育推進計画を可能な限り早期に作成するととも
に、都道府県及び市町村が食育推進計画の実施を
通じて取組の充実を図ることが必要である。

このため、国は都道府県とも連携して、食育推
進計画の作成が促進されるよう積極的に働きかけ
るとともに、食育に関する取組の充実が図られる
よう必要な資料や情報の提供等適切な支援を行う
など、取組の推進の強化に努める。

2．基本的な取組方針
（1）国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成

「国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に
資すること」は、食育を推進する際の目的の要で
あり、食育に関するあらゆる施策は、これを踏ま
えて講じられるべきである。また、健康寿命の延
伸という観点からは、肥満に加え、やせや低栄養
の問題も起きているとともに、生活習慣病の発症
だけでなく、重症化の予防や改善も視野に入れる
必要がある。

このため、健全な食生活の実践に向けて、栄養
の偏りや食習慣の乱れを改善するよう、引き続き
取組の推進が必要である。

一方、我が国では、様々な種類の食材が多様な
形で加工・提供されるようになってきており、健
全な食生活を自ら実践していくためには、食に関
する知識や食品の選び方等も含めた判断力を国民
一人一人が備える必要性が従来以上に高まってい
る。

このため、健全な食生活に必要な知識や判断力
については、年齢や健康状態、更には生活環境に
よっても異なる部分があることに配慮しつつ、国
民の生涯にわたる健全な食生活の実現を目指して
施策を講じる。
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（2）食に関する感謝の念と理解
世界の食料事情は、現在、約8億人の人々が飢

餓や栄養不足で苦しんでいることを始めとして、
楽観視できない状況にある。このような世界の厳
しい状況を理解し、食事ができることに感謝の念
を持ちつつ、国内では大量の食料が食べられない
まま廃棄されているという食料資源の浪費や環境
への負荷の増加にも目を向ける必要がある。

これらを踏まえ、「もったいない」という精神
で、食べ物を無駄にせず、食品ロスの削減に取り
組むことは、食育として極めて大切である。

また、日々の食生活は、自然の恩恵の上に成り
立ち、食べるという行為自体が貴重な動植物の命
を受け継ぐことであることや、食事に至るまでに
生産者を始めとして多くの人々の苦労や努力に支
えられていることを実感できるよう、動植物の命
を尊ぶ機会となるような様々な体験活動や適切な
情報発信等を通じて、自然に感謝の念や理解が深
まっていくよう配慮した施策を講じる。

（3）食育推進運動の展開
食育推進運動の展開に当たっては、国民一人一

人が食育の意義や必要性等を理解するとともに、
これに共感し、自ら主体的に食育を実践できるよ
う取り組む必要がある。

このため、国民や民間団体等の自発的意思を尊
重しながら、産学官による連携等、多様な主体の
参加と連携・協働に立脚した国民運動を推進する
ことを目指した施策を講じる。

（4）�子供の食育における保護者、教育関係者等
の役割

我が国の未来を担う子供への食育の推進は、健
全な心身と豊かな人間性を育んでいく基礎をなす
ものであり、子供の成長、発達に合わせた切れ目
のない推進が重要である。

そこで、父母その他の保護者や教育、保育に携
わる関係者等の意識の向上を図るとともに、相互
の密接な連携の下、家庭、学校、保育所、地域社
会等の場で子供が楽しく食について学ぶことがで
きるような取組が積極的になされるよう施策を講
じる。

子供への食育を推進する際には、健全な食習慣
や食の安全についての理解を確立していく中で、
食に関する感謝の念や理解、食品の安全や健康な
食生活に必要な栄養に関する知識、社会人として

身に付けるべき食事の際の作法等、食に関する基
礎の習得について配意する。

また、社会環境の変化や様々な生活様式等、食
をめぐる状況の変化に伴い、健全な食生活を送る
ことが難しい子供の存在にも配慮し、多様な関係
機関・団体が連携・協働した施策を講じる。

（5）食に関する体験活動と食育推進活動の実践
食は観念的なものではなく、日々の調理や食事

等とも深く結び付いている極めて体験的なもので
ある。

このため、食との関係が消費のみにとどまるこ
とが多い国民が意欲的に食育の推進のための活動
を実践できるよう、食料の生産から消費に至るま
での循環を理解する機会や、食に関する体験活動
に参加する機会を提供するなどの施策を講じる。

その際は、体験活動を推進する農林漁業者、食
品関連事業者、教育関係者等多様な主体により、
できるだけ多くの国民が体験活動に参加できるよ
う、関係機関・団体等との連携・協働を図るとと
もに、上記（2）の「食に関する感謝の念と理
解」にも配慮し、施策を講じる。

（6）�我が国の伝統的な食文化、環境と調和した
生産等への配慮及び農山漁村の活性化と食
料自給率の向上への貢献

食をめぐる問題は、伝統的な食文化や食生活に
見られるように、人々の精神的な豊かさと密接な
関係を有しており、先人によって培われてきた多
様な食文化を後世に伝えつつ、時代に応じた優れ
た食文化や豊かな味覚を育んでいくことが重要で
ある。

このため、我が国の伝統ある優れた食文化や地
域の特性を生かした食生活の継承・発展、環境と
調和のとれた食料の生産及び消費等が図られるよ
う十分に配慮しつつ施策を講じる。

その際、我が国の食料需給の状況を十分理解す
るとともに、都市と農山漁村の共生・対流や生産
者と消費者との交流を進め、消費者と生産者の信
頼関係を構築していくことが必要であり、農山漁
村の活性化と食料自給率・食料自給力の維持向上
に資するよう施策を講じる。

（7）食品の安全性の確保等における食育の役割
食品の安全性の確保は、国民の健康と健全な食

生活の実現に当たって基本的な問題であり、国民
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の関心は非常に高い。
また、食品の提供者が食品の安全性の確保に万

全を期すだけでなく、食品を消費する立場にある
国民においても、食品の安全性を始めとする食に
関する知識と理解を深めるよう努めるとともに、
自分の食生活について、自ら適切に判断し、選択
していくことが必要である。

このため、国際的な連携を図りつつ、国民の食
に関する知識と食を選択する力の習得のため、食
に関する幅広い情報を多様な手段で、国民が理解
し、十分に活用できるよう提供するとともに、教
育の機会を充実させるなど、行政や関係団体、国
民等との間の情報・意見交換が積極的に行われる
よう施策を講じる。

第2　食育の推進の目標に関する事項

1．目標の考え方
食育基本法に基づく取組は、国民の心身の健康

の増進と豊かな人間形成、食に関する感謝の念と
理解等の基本理念の下に推進されるものである。

このような考え方に則り、食育を国民運動とし
て推進するためには、国や地方公共団体を始め、
多くの関係者の理解の下、共通の目標を掲げ、そ
の達成を目指して連携・協働して取り組むことが
有効である。また、より効果的で実効性のある施
策を展開していく上で、その成果や達成度を客観
的で具体的な目標値により把握できるようにする
ことが必要である。

このため、基本計画においては、国民運動とし
て食育を推進するにふさわしい定量的な目標値を
主要な項目について設定することとし、その達成
が図られるよう基本計画に基づく取組を推進する
ものとする。

第3次基本計画においては、第2次基本計画を
踏まえ、①目標を達成しておらず、引き続き目指
すべき目標、②目標は達成したが、一層推進を目
指すべき目標、③今日新たに設定する必要がある
目標を設定する。

また、食育は、食育基本法の目的や基本理念を
踏まえて、地域の実態や特性等に配慮して推進さ
れるべきものであり、安易に目標値の達成のみを
追い求めることのないよう留意する必要がある。

2．食育の推進に当たっての目標
（1）食育に関心を持っている国民を増やす

食育を国民運動として推進し、成果を挙げるた
めには、国民一人一人が自ら実践を心がけること
が必要であり、そのためにはまず、より多くの国
民に食育に関心を持ってもらうことが欠かせな
い。このため、引き続き、食育に関心を持ってい
る国民を増やすことを目標とする。

具体的には、平成27年度までに90％以上とす
ることを目標としていたが、目標を達成していな
いため、引き続き、平成32年度までに90％以上
を目指す。

（2）�朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」
の回数を増やす

家族が食卓を囲んで共に食事をとりながらコ
ミュニケーションを図ることは食育の原点であ
り、共食を通じて、食の楽しさを実感するだけで
なく、食や生活に関する基礎を習得する機会にも
なっていく。第2次基本計画の目標は計画期間中
に既に達成されているが、朝食や夕食を家族と一
緒に食べる頻度がそれぞれ1週間に2～3日と低
い人が一定割合を占めており、こうした低頻度の
人の共食の回数を増やすことにより、全体の共食
の回数を増やすことを目指すことが必要である。

このため、仕事と生活の調和（ワーク・ライ
フ・バランス）等の推進にも配慮しつつ、朝食又
は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の週当たり
の回数を、平成27年度の9.7回から、平成32年
度までに11回以上にすることを目標とする。

（3）�地域等で共食したいと思う人が共食する割
合を増やす

近年では、ひとり親世帯、貧困の状況にある子
供、高齢者の一人暮らし等が増え、様々な家族の
状況や生活の多様化により、家族との共食が難し
い人も増えている。家族との共食は難しいが、共
食により食を通じたコミュニケーション等を図り
たい人にとって、地域や所属するコミュニティ

（職場等を含む）等を通じて、様々な人と共食す
る機会を持つことは重要である。このため、地域
等で共食したいと思う人が共食する割合を増やす
ことを目標とする。

具体的には、平成27年度に64.6％となってい
る割合を、平成32年度までに70％以上とするこ
とを目指す。
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（4）朝食を欠食する国民を減らす
朝食を毎日食べることは、基本的な生活習慣を

身に付ける観点から非常に重要であるため、引き
続き、子供の朝食欠食をなくすことを目標とす
る。

具体的には、第3次基本計画での調査項目の見
直しに伴い、より詳細に子供の朝食欠食状況を把
握できるよう考慮し、平成27年度に4.4％（「全
く食べていない」及び「あまり食べていない」）
となっている子供の割合を、平成32年度までに
0％とすることを目指す。

また、第2次基本計画では、20歳代及び30歳
代の男性を対象に目標を設定してきたが、女性も
20歳代を中心に朝食を欠食する割合は高く、加
えて、男女を問わず若い世代は次世代に食育をつ
なぐ大切な担い手でもあるため、20歳代及び30
歳代の男女全体での目標とする。

具体的には、平成27年度に24.7％となってい
る割合を、平成32年度までに現在の国民全体の
朝食欠食と同様のレベルである15％以下になる
よう目指す。

（5）中学校における学校給食の実施率を上げる
学校給食は、栄養バランスのとれた豊かな食事

を児童生徒に提供することにより児童生徒の健康
の保持増進や体位の向上を図るものである。ま
た、児童生徒が食事について理解を深め、望まし
い食習慣を養うなど実体験に基づく継続的な指導
を展開することができる重要な手段でもある。し
かし、完全給食がおおむね実施されている小学校
と比べ、中学校ではその実施率が低い。

このため、学校給食を通じた、より効果的な食
育を推進することを目指し、公立中学校における
学校給食の実施率について、平成26年度に
87.5％となっている割合を、平成32年度までに
90％以上とすることを目指す。

（6）�学校給食における地場産物等を使用する割
合を増やす

学校給食に地場産物を使用し、食に関する指導
の「生きた教材」として活用することは、地域の
自然や文化、産業等に関する理解を深めるととも
に、生産者の努力や、食に関する感謝の念を育む
上で重要であるほか、地産地消の有効な手段であ
るため、引き続き、学校給食において都道府県単
位での地場産物を使用する割合を増やすことを目

標とする。
具体的には、平成27年度までに30％以上とす

ることを目指していたが、目標を達成していない
ため、引き続き、平成32年度までに30％以上と
することを目指す。

また、都道府県内において、当該都道府県産の
農林水産物の供給が不足している場合に国内産の
農林水産物を活用していくことも、学校給食に地
場産物を使用する目的に鑑みれば有効であり、我
が国の食文化や食料安全保障等への関心を高める
ことから、引き続き、学校給食における国産食材
を使用する割合を増やすことを目標とする。

当該目標については、平成25年12月に第2次
基本計画に追加したところであり、平成27年度
までに80％以上とすることを目指していたが、
目標を達成していないため、引き続き、平成32
年度までに80％以上とすることを目指す。

（7）�栄養バランスに配慮した食生活を実践する
国民を増やす

生涯にわたって心身の健康を確保しながら、健
全な食生活を実践するためには、国民一人一人が
栄養バランスに配慮した食事を習慣的にとること
が必要である。このため、国民にとってもわかり
やすく、食事全体における栄養バランスを表して
いる「主食・主菜・副菜を組み合わせた食事」を
栄養バランスに配慮した食事の目安とし、そのよ
うな食生活を実践する国民を増やすことを目標と
する。

具体的には、平成27年度に57.7％となってい
る割合を、平成32年度までに70％以上にするこ
とを目指す。

また、生涯にわたって健全な心身を培うために
は、20歳代及び30歳代の若い世代から、健全な
食生活を実践することが必要であることから、若
い世代についても、具体的な目標値を設けること
とし、平成27年度に43.2％となっている割合を、
平成32年度までに55％以上にすることを目指す。

（8）�生活習慣病の予防や改善のために、ふだん
から適正体重の維持や減塩等に気をつけた
食生活を実践する国民を増やす

生活習慣病の予防や改善には、日常から望まし
い食生活を意識し、実践することが重要である。
しかし、エネルギーや食塩の過剰摂取等に代表さ
れるような栄養等の偏り、朝食欠食等の食習慣の
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乱れ、それに起因する肥満ややせ・低栄養等、生
活習慣病につながる課題はいまだ改善するまでに
は至っていない。

このため、ふだんから適正体重の維持や減塩等
に気をつけた食生活の実践状況について、平成
27年度に69.4％となっている割合を、平成32
年度までに75％以上とすることを目指す。

あわせて、国民の健全な食生活の実践に寄与す
る食環境整備の観点から、食品中の食塩や脂肪の
低減に取り組む食品企業の増加についても目標と
する。

具体的には、食品中の食塩や脂肪の低減に取り
組み、スマート・ライフ・プロジェクトに登録さ
れた企業数について、平成27年度に67社となっ
ている企業数を、平成32年度までに100社以上
とすることを目指す。

（9）ゆっくりよく噛んで食べる国民を増やす
国民が健やかで豊かな生活を送るには、口腔機

能が十分に発達し、維持されることが重要とな
る。最近では、健康寿命の延伸に向け、噛み方や
食べる速さにも着目し、口腔の健康や口腔機能の
獲得・維持・向上と関連させた食育が重要となっ
ている。このため、ゆっくりよく噛んで食べる国
民を増やすことを目標とする。

具体的には、平成27年度に49.2％となってい
る割合を、平成32年度までに55％以上とするこ
とを目指す。

（10）�食育の推進に関わるボランティアの数を増
やす

食育を国民運動として推進し、国民一人一人の
食生活において実践してもらうためには、食生活
の改善等のために全国各地で国民の生活に密着し
た活動に携わる食生活改善推進員等のボランティ
アが果たしている役割は重要である。このため、
引き続き、食育の推進に関わるボランティアの数
を増やすことを目標とする。

具体的には、平成27年度までに37万人以上と
することを目指していたが、目標を達成していな
いため、引き続き、平成32年度までに37万人以
上とすることを目指す。

（11）農林漁業体験を経験した国民を増やす
食に関する関心や理解の増進を図るためには、

広く国民に農林水産物の生産に関する体験活動の

機会を提供し、農林水産業についての知識や理解
を深めてもらうことが重要である。第2次基本計
画の目標は計画期間中に既に達成されているが、
国民の更なる食や農林水産業への理解増進を図る
観点から、子供も含めて幅広い世代に対する農林
漁業体験の機会の提供を拡大していくことが必要
となっている。このため、引き続き、農林漁業体
験を経験した国民（世帯）を増やすことを目標と
する。

具体的には、平成27年度に36.2％となってい
る割合を、平成32年度までに40％以上とするこ
とを目指す。

（12）�食品ロス削減のために何らかの行動をして
いる国民を増やす

まだ食べられるのに廃棄されている食品ロスに
ついては、年間642万トン（事業系331万トン、
家庭系312万トン（平成24年度推計））発生し
ていると推計されているが、その削減を進めるた
めには、国民一人一人が食品ロスの現状やその削
減の必要性についての認識を深め、自ら主体的に
取り組むことが不可欠である。このため、食品ロ
ス削減のために何らかの行動をしている国民を増
やすことを目標とする。

具体的には、平成26年度に67.4％となってい
る割合を、平成32年度までに80％以上とするこ
とを目指す。

（13）�地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料
理や作法等を継承し、伝えている国民を増
やす

四季や地理的な多様性による特色を有し、地域
の伝統的な行事や作法と結び付いた我が国の豊か
で多様な食文化は、世界に誇ることのできるもの
である。しかし、近年、核家族化の進展や地域の
つながりの希薄化、食の多様化により、日本の食
文化の特色が徐々に失われつつある。「和食；日
本人の伝統的な食文化」がユネスコの無形文化遺
産に登録され、その継承のため必要な措置をとる
ことが求められている。このため、伝統食材を始
めとした地域の食材を生かした郷土料理や伝統料
理等、地域や家庭で受け継がれてきた料理や味、
箸使い等の食べ方・作法を受け継ぎ、地域や次世
代（子供や孫を含む）へ伝えている国民を増やす
ことを目標とする。

具体的には、平成27年度に41.6％となってい
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る割合を、平成32年度までに50％以上とするこ
とを目指す。

また、特に、20歳代及び30歳代の若い世代に
ついては、食文化を十分受け継いでいないことに
課題があることから、具体的な目標値を設けるこ
ととし、地域や家庭で受け継がれてきた料理や
味、箸使い等の食べ方・作法を受け継いでいる割
合について、平成27年度に49.3％となっている
割合を、平成32年度までに60％以上とすること
を目指す。

（14）�食品の安全性について基礎的な知識を持ち、
自ら判断する国民を増やす

健全な食生活の実現に当たっては、食品の選び
方や適切な調理・保管の方法等について基礎的な
知識を持ち、その知識を踏まえて行動していくこ
とが重要である。これまでは、食品安全に関する
基礎的な知識を持っている国民の割合を目標とし
てきたが、国民の7割が基礎的な知識を有すると
回答するに至っていることから、今後は、食品の
安全性に関して、基礎的な知識に基づき自ら判断
する国民を増やすことを目標とする。

具体的には、平成27年度に72.0％となってい
る割合を、平成32年度までに80％以上とするこ
とを目指す。

また、食品の安全性については、生涯を通じて
健康等を損なわないよう若い頃から健全な食生活
に留意することが重要であることから、20歳代
及び30歳代の若い世代についても、具体的な目
標値を設けることとする。

具体的には、平成27年度に56.8％となってい
る割合を、平成32年度までに65％以上とするこ
とを目指す。

（15）�推進計画を作成・実施している市町村を増
やす

食育を国民運動として推進していくためには、
全国各地において、その取組が推進されることが
必要であり、食育基本法においては、都道府県及
び市町村に対して、食育推進計画を作成するよう
努めることを求めている。このため、都道府県と
ともに、市町村も平成27年度までに食育推進計
画を作成、実施している割合を100％とすること
を目指していた。しかし、いまだ1／4の市町村
では、食育推進計画が作成されていないことか
ら、引き続き、平成32年度までに食育推進計画

を作成・実施している市町村の割合を100％とす
ることを目指す。

食育推進計画を既に作成・実施している市町村
については、その効果的な実施に資するよう、食
育推進計画の見直し状況等の把握に努める。

第3　食育の総合的な促進に関する事項

1．家庭における食育の推進
（1）現状と今後の方向性

食に関する情報や知識、伝統や文化等について
は、従来、家庭を中心に地域の中で共有され、世
代を超えて受け継がれてきた。

しかしながら、社会環境が変化し、生活習慣が
多様化する中で、家庭における食に関する作法や
望ましい食生活の実践等が十分ではないとの指摘
がある。加えて、健康寿命の延伸の観点から、家
庭における日々の食生活を見直すとともに、生涯
にわたり生活習慣病の予防や改善にも努めていく
ため、次世代に伝えつなげる食育の推進がこれま
で以上に重要となっている。

このため、家庭においても食育に関する理解が
進むよう、食育活動を通じて学んだことについ
て、家庭での共有も促進しながら、適切に取組を
行うことが必要である。

（2）取り組むべき施策
国は以下の施策に取り組むとともに、地方公共

団体等はその推進に努める。

（子供の基本的な生活習慣の形成）
朝食をとることや早寝早起きを実践することな

ど、子供の基本的な生活習慣の形成について、
個々の家庭や子供の問題として見過ごすことな
く、社会全体の問題として企業や地域が一丸とな
り、子供の基本的な生活習慣を育成し、生活リズ
ムの向上を図るために、学校、家庭、地域、企
業、民間団体等の協力を得ながら、優れた「早寝
早起き朝ごはん」運動の推進に係る文部科学大臣
表彰や、保護者向け啓発資料の作成等を始めとす
る「早寝早起き朝ごはん」国民運動等により全国
的な普及啓発を推進する。

特に、生活圏の拡大や行動の多様化等により生
活リズムが乱れやすい環境にある中高生以上の普
及啓発を推進する。
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（望ましい食習慣や知識の習得）
子供が実際に自分で料理をつくるという体験を

増やしていくとともに、親子料理教室等食事につ
いての望ましい習慣を学びながら食を楽しむ機会
を提供する活動を推進する。

また、学校を通じて、保護者に対する食育の重
要性や適切な栄養管理に関する知識等の啓発に努
めるとともに、各地域で実施している食育に関す
る保護者向けプログラムを始めとした様々な家庭
教育に関する情報をホームページに掲載し、様々
な学習機会等での活用を促す。

（妊産婦や乳幼児に関する栄養指導）
低体重（やせ）の若い女性や低出生体重児の割

合の増加等を踏まえ、妊産婦の安全な妊娠・出産
と産後の健康の回復に加えて、子供の生涯にわた
る健康づくりの基盤の確保は重要であることか
ら、妊娠期及び授乳期における望ましい食生活の
実現のため、何をどれだけどのように食べたらよ
いかをわかりやすく伝えるための指針である「妊
産婦のための食生活指針」の普及を進める。

また、乳幼児期は心身機能や食行動の発達が著
しい時期であることを踏まえ、授乳・離乳の支援
に関する基本的考え方やポイントを示した「授
乳・離乳の支援ガイド」の普及を進めるなど、栄
養指導の充実を図る。

さらに、平成27年度より開始し、全ての子供
が健やかに育つ社会の実現を目指す「健やか親子
21（第2次）」の趣旨を踏まえ、疾病や障害、経
済状態等の個人や家庭環境の違い、多様性を認識
した栄養指導を含む母子保健サービスの展開を推
進する。

（子供・若者の育成支援における共食等の食育
推進）

様々な子供・若者の育成支援に関する行事、情
報提供活動等において、食育についての理解を促
進する。

特に、家族が食卓を囲んで共に食事をとりなが
らコミュニケーションを図る共食の推進ととも
に、食に関する学習や体験活動の充実等を通じ
て、家庭と地域等が連携した食育の推進を図る。

（「ゆう活」等のワーク・ライフ・バランス推進）
「ゆう活」等の取組を通じた仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バランス）が推進されている

ことを踏まえた家庭における共食等の食育を推進
する。

2．学校、保育所等における食育の推進
（1）現状と今後の方向性

社会状況の変化に伴い、子供たちの食の乱れや
健康への影響が見られることから、学校、保育所
等には、子供への食育を進めていく場として大き
な役割を担うことが求められている。

例えば、様々な学習や体験を通し、食料の生産
から消費に至るまでの食に関する成り立ちを知る
ことは、食に関する感謝の念や理解を深めること
につながるなど、子供への食育活動になるととも
に、家庭へ良き波及効果をもたらすことも期待で
きる。

このため、給食の時間はもとより、各教科等の
時間や総合的な学習、農林漁業体験の機会の提供
等を通じて、積極的に食育の推進に努めることが
求められている。

また、栄養分野では、肥満等栄養の過剰摂取に
加え、近年、やせ傾向にある若い女性が増加して
いるなど新たな課題も生じている。これらを踏ま
え、生活習慣病の予防及び健康寿命の延伸を図る
ため、適切な栄養バランスの確保に留意するとと
もに、身体活動の観点も含めた食と健康に関する
総合的な対策についても推進していくことがより
一層重要となっている。

（2）取り組むべき施策
国は以下の施策に取り組むとともに、地方公共

団体等はその推進に努める。

（食に関する指導の充実）
学校では、学習指導要領に示された食育の推進

を踏まえ、給食の時間、家庭科や体育科を始めと
する各教科、総合的な学習の時間等、学校教育活
動全体を通じて食育を組織的・計画的に推進する。

栄養教諭は、学校の食に関する指導に係る全体
計画の策定、教職員間や家庭との連携・調整等に
おいて中核的な役割を担う職であり、各学校にお
ける指導体制の要として、食育を推進していく上
で不可欠な教員である。全ての児童生徒が、栄養
教諭の専門性を生かした食に関する指導を等しく
受けられるよう、栄養教諭の役割の重要性やその
成果の普及啓発等を通じて、学校栄養職員の栄養
教諭への速やかな移行を図るなど配置の促進に努
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める。
学校教育活動全体で食育の推進に取り組むため

には、各学校において食育の目標や具体的な取組
についての共通理解を持つことが必要である。こ
のため、校長や他の教職員への研修の充実等、全
教職員が連携・協働した食に関する指導体制を充
実するため、教材の作成等の取組を促進する。

また、食に関する指導の時間が十分確保される
よう、栄養教諭を中心とした教職員の連携・協働
による学校の食に関する指導に係る全体計画の作
成を推進する。

さらに、地域の生産者団体等と連携し、学校教
育を始めとする様々な機会を活用して、子供に対
する農林漁業体験や食品の調理に関する体験等の
機会を提供する。

加えて、効果的な食育の推進を図るために、各
地域において、校長のリーダーシップの下、栄養
教諭を中核として、学校、家庭、PTA、関係団
体等が連携・協働した取組を推進するとともに、
その成果を広く周知・普及する。

（学校給食の充実）
児童生徒が食に関する正しい知識や望ましい食

習慣を身に付け、適切な栄養の摂取による健康の
保持増進が図られるよう、中学校の給食を拡充さ
せるとともに、十分な給食の時間の確保及び指導
内容の充実を図る。また、各教科等の食に関する
指導と関連づけた活用がされるよう献立内容の充
実を図る。

さらに、食生活が自然の恩恵や食に関わる人々
の様々な活動の上に成り立っていることについ
て、児童生徒の理解を深め、感謝の心を育むよ
う、市町村が中心となり、生産者や学校との連携
を強化し、学校給食における地域の農林水産物の
安定的な生産・供給体制を構築する。また、引き
続き米飯給食を着実に実施するとともに、児童生
徒が多様な食に触れる機会にも配慮する。地場産
物や国産食材の活用及び我が国の伝統的な食文化
についての理解を深める給食の普及・定着等の取
組を推進する。

加えて、学校給食の一層の充実を図るため、関
係各省と連携しながら、全国学校給食週間に係る
取組の充実を図る。

（食育を通じた健康状態の改善等の推進）
栄養教諭は、学級担任、養護教諭、学校医、学

校歯科医等と連携して、保護者の理解と協力の下
に、児童生徒への指導において、やせや肥満が心
身の健康に及ぼす影響等、健康状態の改善等に必
要な知識を普及するとともに、食物アレルギー
等、食に関する健康課題を有する子供に対しての
個別的な相談指導を行うなど、望ましい食習慣の
形成に向けた取組を推進する。

（就学前の子供に対する食育の推進）
乳幼児期からの食育の重要性が増していること

に鑑み、就学前の子供が、発育・発達段階に応じ
て健全な食生活を実践し、健康な生活を基本とし
て望ましい食習慣を定着させるとともに、豊かな
食体験を積み重ねていくことができるよう、保育
所、幼稚園及び認定こども園等において、家庭や
地域と連携しつつ、様々な食育を推進する。

その際、保育所にあっては「保育所保育指針」
に、幼稚園にあっては「幼稚園教育要領」に、認
定こども園にあっては「幼保連携型認定こども園
教育・保育要領」に基づき、食育を教育及び保育
の一環として位置付けている。食育の指導に当
たっては、施設長や園長、保育士・幼稚園教諭・
保育教諭、栄養士・栄養教諭、調理員等の協力の
下に食育の計画を作成し、各施設において創意工
夫を行うものとする。

また、特に保育所及び認定こども園にあって
は、その人的・物的資源を生かし、在籍する子供
及びその保護者のみならず、地域における子育て
家庭からの乳幼児の食に関する相談への対応や情
報提供等に努めるほか、地域の関係機関等と連携
しつつ、積極的に食育を推進するよう努める。

取組を進めるに当たっては、保育所にあって
は、子供の発達段階に応じた食育の狙いや留意事
項を整理し、「保育所における食育に関する指針」
の普及を図り、その活用を促進するとともに、食
を通じて、健康な心と体を育て、人と関わる力を
養い、伝承されてきた文化の理解や郷土料理への
関心、自然の恵みとしての食材や、調理する人へ
の感謝の気持ちを育むよう努める。

具体的には、子供の発達段階に応じた食事の提
供についてまとめた「児童福祉施設における食事
の提供ガイド」や「保育所における食事の提供ガ
イドライン」を踏まえ、乳幼児の発育及び発達の
過程に応じて、計画的に食事の提供、食育の実施
が行えるよう努めるとともに、食に関わる保育環
境について配慮する。
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幼稚園においては、「先生や友達と食べること
を楽しむ。」ことを指導する。その際、①幼児の
食生活の実情に配慮し、和やかな雰囲気の中で教
師や他の幼児と食べる喜びや楽しさを味わうこ
と、②様々な食べ物への興味や関心を持つように
することなど、進んで食べようとする気持ちが育
つよう配慮する。

さらに、幼保連携型認定こども園にあっては、
学校と児童福祉施設の両方の位置付けを有し、教
育と保育を一体的に行う施設であることから、食
育の実施に当たっては、保育所と幼稚園双方の取
組を踏まえて推進することとする。

3．地域における食育の推進
（1）現状と今後の方向性

心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生き
と暮らしていくためには、人生の各段階に応じた
一貫性・継続性のある食育を推進することが求め
られる。

なかでも、日本人の最大の死亡原因となってい
る生活習慣病を予防し、健康寿命を延伸する上で
は、健全な食生活が欠かせない。また、生活の質
の低下を防ぐため、糖尿病の重症化予防も重要で
ある。

特に、メタボリックシンドロームを予防するた
めには、栄養・食生活や身体活動・運動等の生活
習慣の改善が重要である。メタボリックシンド
ロームの該当者及び予備群は、若干減少傾向にあ
るものの、引き続き、栄養・食生活、身体活動・
運動の改善に関する対策を総合的に推進していく
ことが重要である。

このため、生活習慣病の予防及び改善や健康づ
くりにつながる健全な食生活の推進等、家庭、学
校、保育所、生産者、企業等と連携しつつ、地域
における食生活の改善が図られるよう、適切な取
組を行うことが必要である。

また、主食・主菜・副菜がそろう栄養バランス
に優れた「日本型食生活1」の実践の推進も重要
である。

近年、様々な家族の状況や生活の多様化によ
り、健全な食生活の実現が困難な立場にある者も
存在する。このため、食品ロスの削減の取組とも
連携しながら貧困の状況にある子供等に食料を提

供する活動をはじめ、地域で行われる様々な取組
が一層重要となっている。家庭における食育の推
進に資するよう、地域における食育を促進し、支
援する。

（2）取り組むべき施策
国は以下の施策に取り組むとともに、地方公共

団体等はその推進に努める。

（「食育ガイド」等の活用促進）
「食育ガイド」や「食事バランスガイド」を通

じて、一人一人が自ら食育に関する取組を実践で
きるよう、関係機関や関係団体はもとより、家庭
や学校、小売や外食、職場等を通じて国民への普
及啓発に努める。

また、国民の食生活の改善を進めるとともに、
健康増進や生活の質的向上及び食料の安定供給の
確保等を図るための指針として公表した「食生活
指針」について、引き続き普及啓発を進める。

（健康寿命の延伸につながる食育推進）
生活習慣病の予防及び改善につながる食育を推

進するとともに、生活習慣病を予防し、健康寿命
の延伸を図ることを目的とした国民健康づくり運
動（「健康日本21（第二次）」）等を通じて、健全
な食生活、健康づくりのための身体活動の実践に
つながる取組を推進する。

特に、20歳以上の糖尿病が強く疑われる者及
び可能性が否定できない者は約2,050万人と推計
されていることから、生活習慣病の重症化予防も
重要である。糖尿病については、ひとたび発症す
ると治癒することはなく、症状が進行すると腎臓
の障害等の様々な合併症を引き起し、生活の質を
低下させることから、日頃より、適切な食事管理
を中心とした取組を推進する。

また、減塩が血圧を低下させ、結果的に循環器
疾患を減少させると考えられており、「日本人の
食事摂取基準2015年版」においても高血圧予防
の観点から、ナトリウム（食塩相当量）の目標量
を、18歳以上の男性で8.0g／日未満、18歳以上
の女性で7.0g／日未満と男女とも値を低めに変
更した。これを踏まえ、引き続き、食塩摂取量の
減少に向けた取組を推進する。

1　主食であるごはんを中心に、魚、肉等の主菜、野菜、海藻等の副菜、牛乳・乳製品、果物等の多様な副食等
を組み合わせた栄養バランスに優れた食生活。
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食育を通じて、生活習慣病の予防等や健康寿命
の延伸を図るため、保健所、保健センター等にお
いて、管理栄養士が食育に関する普及や啓発活動
を推進するとともに、市町村等が行っている健康
診断に合わせて、一人一人の健康状態に応じた栄
養等指導の充実を図る。

また、健全な食生活の実現に向けて、個人の行
動に変化を促すための一環として、重要な役割を
果たすことが期待されている栄養表示について、
更なる普及啓発や認識醸成のための環境づくりを
進める。

（歯科保健活動における食育推進）
健康寿命の延伸には、健全な食生活が大切であ

り、よく噛んでおいしく食べるためには口腔機能
が十分に発達し維持されることが重要である。こ
のため、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成
23年法律第95号）に基づき、摂食・嚥下等の口
腔機能について、乳幼児期における機能獲得から
高齢期における機能の維持・向上等、生涯を通じ
てそれぞれの時期に応じた歯と口の健康づくりを
通じた食育を推進する。

具体的には、80歳になっても自分の歯を20本
以上保つことを目的とした「8020（ハチマル・
ニイマル）運動」や、ひとくち30回以上噛むこ
とを目標とした「噛ミング30（カミングサンマ
ル）」の推進を通じて、各ライフステージに応じ
た食べ方の支援や食品の物性に応じた窒息や誤嚥
防止を含めた食べ方の支援等、歯科保健分野から
の食育を推進する。

（栄養バランスに優れた日本型食生活の実践の
推進）

高齢化が進行する中で、生活習慣病の予防によ
る健康寿命の延伸、健康な次世代の育成の観点か
ら、健全な食生活を営めるよう、関係府省が、地
方公共団体等と連携しつつ、食育を推進する。

ごはんを中心に多様な副食等を組み合わせ、栄
養バランスに優れた「日本型食生活」の実践を推
進するため、内容やメリット等をわかりやすく周
知する。

また、これらの推進に当たっては、年代、性
別、就業や食生活の状況等に応じて国民の多様な
ニーズや特性を分析、把握した上で類型化し、そ
れぞれの類型に適した具体的な推進方策を検討
し、実施する。

さらに、健康で豊かな食生活を支える役割を担
う食品産業において、「日本型食生活」の推進に
資するメニューや商品に関する消費者への情報提
供等の取組を促進する。

こうした「日本型食生活」の実践に係る取組と
あわせて、学校教育を始めとする様々な機会を活
用した、幅広い世代に対する農林漁業体験の機会
の提供を一体的に推進し、食や農林水産業への国
民の理解を増進する。

（貧困の状況にある子供に対する食育推進）
「子供の貧困対策に関する大綱」（平成26年8

月29日閣議決定）に基づき、子供の食事・栄養
状態の確保、食育の推進に関する支援を行う。

また、ひとり親家庭の子供に対し、放課後児童
クラブ等の終了後に学習支援や食事の提供等を行
うことが可能な居場所づくりを行う。

さらに、子供の未来応援国民運動において、民
間資金による基金の活用等を通じて、貧困の状況
にある子供たちに食事の提供等を行うNPO等に
対して支援等を行う。

（若い世代に対する食育推進）
健康や栄養に配慮した食生活の実践等、若い世

代はその他の世代よりも課題が多く、男性はより
その傾向が強い。

このような状況を踏まえ、若い世代が食育に関
心を持ち、自ら食生活の改善等に取り組んでいけ
るよう、マスコミやインターネット、SNS（ソー
シャルネットワークサービス）等を通じて、若い
世代にとって効果的に情報を提供するとともに、
地域等での共食によるコミュニケーションを通じ
て、食に関する理解や関心を深められるように食
育を促進する。

（高齢者に対する食育推進）
高齢者では、咀嚼能力の低下、消化・吸収率の

低下、運動量の低下に伴う摂取量の低下等が存在
するため、「日本人の食事摂取基準（2015年版）」
策定検討会報告書においては、低栄養と関連の深
い虚弱の予防にも配慮し、高齢者（70歳以上）
の目標とする体格指数（BMI）の範囲を提示し
たところである。

健康寿命の延伸に向けて、高齢者に対する食育
推進においては、個々の高齢者の特性に応じて生
活の質（QOL）の向上が図られるように食育を
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推進する必要がある。また、増大する在宅療養者
に対する食事支援等、地域における栄養ケアサー
ビスの需要増大に対応できるよう、管理栄養士の
人材確保等に取り組む。

加えて、高齢者の低栄養の問題に対応する「新
しい介護食品（スマイルケア食）」の普及を図る。

さらに、高齢者の孤食に対応するため、他の世
代との交流も含めた地域ぐるみの様々な取組が促
進されるよう、優良事例の紹介等の情報提供を行
う。

（食品関連事業者等における食育推進）
食品関連事業者等は、様々な体験活動の機会の

提供や健康に配慮した商品やメニューの提供等
に、「生活習慣病その他の健康増進を目的として
提供する食事について（目安）」等も活用しつつ、
積極的に取り組むよう努める。

また、健康で豊かな食生活を支える役割を担う
食品関連事業者等においては、健康に配慮した商
品やメニューの提供を行う際、減塩に関する取組
等を行うとともに、消費者に対して、商品やメ
ニュー等食に関する情報提供、工場・店舗の見
学、調理体験、農林漁業体験、出前授業の開催等
多様な取組を推進する。

さらに、職場の食堂等においても、より一層健
康に配慮したメニューの提供や栄養、食生活等に
関する情報提供がなされるよう努める。

これらの活動を支援するため、国及び地方公共
団体において必要な情報提供等を行う。

（専門的知識を有する人材の養成・活用）
国民一人一人が食に関する知識を持ち、自らこ

れを実践できるようにするため、食育に関し専門
知識を備えた管理栄養士や栄養士、専門調理師等
の養成を図るとともに、食育の推進に向けてその
多面的な活動が推進されるよう取り組む。

また、地域において、食育の推進が着実に図ら
れるように、都道府県や市町村における管理栄養
士等の配置を推進するとともに、高度な専門性を
発揮できる管理栄養士の育成を図る。

あわせて、食生活に関する生活習慣と疾患の関
連等、医学教育の充実を推進するとともに、適切
な食事指導やライフステージに応じた食育の推進
等、歯学教育の充実を図る。

4．食育推進運動の展開
（1）現状と今後の方向性

食育については、これまで、毎年6月の食育月
間及び食育の日を中心に、全国各地で様々な関係
者がそれぞれの立場から取り組み、国民的な広が
りを持つ運動として推進されてきた。

また、平成26年度時点で34.4万人以上にのぼ
る食育の推進に関わる食生活改善推進員等の食育
ボランティアは、今後とも地域での食育推進運動
の中核的役割を担うことが期待される。

これらの状況も踏まえ、今後とも国、地方公共
団体、教育関係者、農林漁業者、食品関連事業
者、ボランティア等、食育に係る関係者が主体的
かつ多様に連携・協働して地域レベルや国レベル
のネットワークを築き、多様な食育推進運動を全
国的に展開していく必要がある。

特に、食の外部化が進展していることもあり、
食品関連事業者を始めとして多様な関係者が連
携・協働し、国民の健全な食生活の実践を支援す
る食環境の整備を進めていくことが必要である。

食育の推進に関しては、マスコミやインター
ネット、SNS（ソーシャルネットワークサービス）
等を通じた国民への働きかけを積極的に行い、関
係団体、事業者、地域等への周知徹底を図る。

（2）取り組むべき施策
国は以下の施策に取り組むとともに、地方公共

団体等はその推進に努める。

（食育に関する国民の理解の増進）
食をめぐる諸課題や食育の意義・必要性等につ

いて広く国民の理解を深め、あらゆる世代、様々
な立場の国民が、自ら食育に関する活動を実践で
きるよう、ライフステージに応じた具体的な実践
や活動を提示して理解の増進を図り、全国におい
て継続的に食育推進運動を展開する。

また、年代、性別、就業や食生活の状況等に応
じて国民の多様なニーズや特性を分析、把握した
上で類型化し、それぞれの類型に適した具体的な
推進方策を検討し、実施するとともに、地方公共
団体、関係団体、教育関係者、農林漁業者、食品
関連事業者、ボランティア等、食育関係者による
国民の多様なニーズに対応した取組を支援する。

その際、世代区分、その置かれた生活環境や健
康状態等によっても必要な情報が異なる場合があ
ることに配慮するとともに、各種広報媒体等を通
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じて提供される食に関する様々な情報についてこ
れに過剰に反応することなく、国内外の科学的知
見や伝統的な知恵に基づき、的確な判断をするこ
とが重要であるとの認識が国民に十分理解される
よう留意しつつ取り組むことする。

（ボランティア活動等民間の取組への支援、表
彰等）

食育を国民に適切に浸透させていくために、国
民の生活に密着した活動を行っているボランティ
ア活動の活発化とその成果の向上に向けた環境の
整備を図り、地域での食育推進の中核的役割を担
うことができるよう支援する。

その際、食生活改善推進員を始め、各種ボラン
ティアの草の根活動としての食育活動を、学校等
との連携にも配慮して促進する。

また、教育関係者、農林漁業者、食品関連事業
者、ボランティア等の民間等の食育関係者が自発
的に行う活動が全国で展開されるよう、関係者間
の情報共有を促進するとともに、優れた活動を奨
励するため、民間等の食育活動に対する表彰を行
う。

（食育推進運動の展開における連携・協働体制
の確立）

食育推進運動の展開に当たっては、教育関係
者、農林漁業者、食品関連事業者、ボランティア
等、食育に係る多様な関係者による主体的な取組
を促すとともに、国や地方公共団体も含めた関係
者による広範かつ横断的な連携・協働を呼びか
け、関係者相互間の情報及び意見の交換が促進さ
れるように実施する。

また、国民にとって身近な地域において、食育
の推進が図られるよう、地方公共団体を中心とし
た協働体制の構築等を推進する。

（食育月間及び食育の日の設定・実施）
毎年6月を「食育月間」と定め、関係者の緊密

な連携・協働を図りつつ、食育推進運動を重点的
かつ効果的に実施することにより、国民の食育に
対する理解を深め、食育推進活動への積極的な参
加を促し、その一層の充実と定着を図る。

特に、「食育月間」中、国は、地方公共団体、
民間団体等の協力を得て、全国規模の中核的行事
を毎年開催して、食育について国民への直接的な
理解促進を図るとともに、関係者相互間の連携が

推進されるよう実施する。
「食育月間」の実施に当たって、食育推進を担

当する大臣は、同月間で重点的に実施していく
テーマ等を示した実施要綱を予め定め、関係機
関、団体等に通知するとともに公表する。

また、一年を通じて継続的に食育推進運動を展
開するため、毎月19日を「食育の日」と定め、

「家族そろって食卓を囲む」など実践的なものに
なるよう十分配慮しつつ取り組む。

（食育推進運動に資する情報の提供）
様々な分野での食育を推進し、全国的な運動と

して、全国各地において食育推進運動を促進する
ため、食育を推進して成果を挙げている地域の事
例や手法を収集し、広く情報提供する。

また、スマート・ライフ・プロジェクトにおい
て、生活習慣病予防の啓発活動や、健康寿命を延
ばすことを目的とする、優れた取組を行っている
企業・団体・自治体を表彰する。

さらに、国産農林水産物の消費拡大に向けた国
民運動「フード・アクション・ニッポン」の中
で、食育推進に資する活動を行っている企業・団
体の紹介等を通じ、消費者への発信等を推進す
る。

5．生産者と消費者との交流の促進、環境と調和
のとれた農林漁業の活性化等

（1）現状と今後の方向性
食育の推進、特に食に対する感謝の念を深めて

いく上で、食を生み出す場としての農林漁業に関
する理解が重要である。消費者と生産者が互いを
意識する機会が少ないことから、生産者と消費者
との顔が見える関係の構築等によって、これを改
善していくことが求められている。

また、農林水産物の生産、食品の製造及び流通
等の現場は、地域で食育を進めていく上で貴重な
場であり、人々の触れ合いや地域の活性化を図る
ためにも、これを支える農山漁村コミュニティの
維持・再生が必要である。

さらに、食料の生産は自然の恩恵の上に成り
立っており、自然との共生が求められている。こ
のため、生産者と消費者との交流の促進、環境と
調和のとれた農林漁業の活性化等が図られるよ
う、適切な取組を行う必要がある。

こうした食育の取組を通じて、農林漁業への関
心と理解を深めることにより、後継者等の育成も
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期待できる。
加えて、国連サミットで採択された「2030ア

ジェンダ」において、小売・消費レベルにおける
世界全体の一人当たりの食料の廃棄の半減、生
産・サプライチェーンにおける食料の損失の減少
が目標として設定されるなど、食品ロス削減の必
要性が国際的にも重視されつつあることも踏ま
え、食品ロス削減を国民運動として展開すること
が求められる。また、その際には、様々な家族の
状況や生活の多様化に対応し、貧困の状況にある
子供等に食料を提供する活動にも資するよう取り
組む必要がある。

（2）取り組むべき施策
国は以下の施策に取り組むとともに、地方公共

団体等はその推進に努める。

（農林漁業者等による食育推進）
農林漁業に関する体験活動は、農林水産物の生

産現場に関する関心や理解を深めるだけでなく、
国民の食生活が自然の恩恵の上に成り立っている
ことや食に関わる人々の様々な活動に支えられて
いることなどに関する理解を深める上で重要であ
ることから、農林漁業者等は、学校、保育所等の
教育関係者を始めとした食育を推進する広範な関
係者等と連携し、幅広い世代に対して教育ファー
ム等農林漁業に関する多様な体験の機会を積極的
に提供するよう努める。

これらの活動を支援するため、国や地方公共団
体において必要な情報提供等を行う。

（子供を中心とした農林漁業体験活動の促進と
消費者への情報提供）

子供を中心として、農林水産物の生産における
様々な体験の機会を拡大し、食に対する関心と理
解を深める必要があることから、農林漁業体験活
動を促進するため、情報提供の強化、受入体制の
整備等を進める。

（都市と農山漁村の共生・対流の促進）
グリーン・ツーリズムを通じた都市住民と農林

漁業者の交流を促進するため、都市住民への農山
漁村の情報提供と農山漁村での受入体制の整備等
を推進する。

（農山漁村の維持・活性化）
農林水産業や人々の生活の場である農山漁村

は、食育を進める上で重要な役割を果たしてお
り、人口減少社会を踏まえ、地域住民が主体と
なった将来ビジョンづくり、集落営農組織等を活
用した集落間のネットワーク化を通じ、地域の維
持・活性化を図る取組を推進する。

（地産地消の推進）
直売所等における地域の農林水産物の利用促進

を図るため、多様な品目の生産・供給体制の構築
及び加工品の開発を推進するとともに、学校給食
等における地域の農林水産物の安定的な生産・供
給体制を構築し、地域の農林水産物の利用拡大を
図る。また、地域ぐるみでの取組を推進するた
め、地域における関係者の連携の場等の設置、地
域の戦略等の策定を推進する。

また、国産農林水産物の消費拡大に向けた国民
運動「フード・アクション・ニッポン」を展開
し、地元でとれる食材の食事への活用等について
国民への普及・啓発等を行う。

さらに、食品循環資源の再生利用等の促進に関
する法律（平成12年法律第116号）の再生利用
事業計画（食品リサイクル・ループ）制度の活用
等により、地域で発生した食品循環資源を再生利
用して得られた肥料や飼料を利用して生産された
農林水産物の地域での利用を推進する。

（食品ロス削減を目指した国民運動の展開）
2015年の国連報告によると、世界では約8億

人の人々が飢餓や栄養不足で苦しんでいる。その
一方で、我が国では世界全体の食料援助量である
約320万トンを大きく上回る約642万トンの食
品ロスが発生している。

このような世界的な食糧問題の改善には、食品
ロス削減の取組が不可欠である。このため、食品
ロス削減関係省庁等連絡会議の下、関係省庁等が
連携し、食品ロスの実態及び関係省庁等における
取組等を情報交換するとともに、個々の食品関連
事業者だけでは取り組むことが難しい商習慣の見
直しや、消費者自らが食品ロスの削減を意識した
消費行動等を実践する自覚の形成等を実施するた
め、「もったいない」という精神で、食品ロス削
減に関わる国、地方公共団体、食品関連事業者、
消費者等の様々な関係者が連携し、食品の製造か
ら消費に至るまでの一連の食品供給の行程全体で
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食品ロス削減国民運動を展開する。

（バイオマス利用と食品リサイクルの推進）
地域で発生・排出されるバイオマスの総合的・

計画的な活用に向けて、「バイオマス活用推進基
本計画」（平成22年12月17日閣議決定）に基づ
き、バイオマスの活用に必要な基盤の整備、農山
漁村の6次産業化等によるバイオマス製品等を供
給する事業の創出、研究開発等を促進することに
より、バイオマスの種類ごとの特性に応じた最大
限の有効活用を図る。

また、食品リサイクルについて、食品関連事業
者、再生利用事業者及び農林漁業者等の関係主体
の連携の強化を通じて、特に取組の少ない地域を
中心に食品リサイクルの取組を促進する。

加えて、食品廃棄物の発生抑制や再生利用等の
必要性等を普及啓発するため、ホームページ等を
通じた情報提供を実施する。

さらに、家庭や外食における食品の廃棄状況等
を把握するための調査や、食品産業における食品
廃棄物等の発生量や再生利用等の実施状況を把握
するための調査を実施するとともに、必要な取組
を進める。

6．食文化の継承のための活動への支援等
（1）現状と今後の方向性

南北に長く、豊かな自然に恵まれ、更に海に囲
まれた我が国は、四季折々の食材に恵まれ、長い
年月を経て、地域の伝統的な行事や作法と結び付
いた食文化が形成されてきた。このような我が国
の豊かで多様な食文化は、世界に誇ることができ
るものである。また、歴史的に行われてきた「食
養生」の再評価も必要である。

戦後は、この食文化を生かし和食の基本形であ
る一汁三菜2の献立をベースに、畜産物や乳製品
等も取り入れ、主食・主菜・副菜のそろう栄養バ
ランスに優れた「日本型食生活」が構築され、国
民の平均寿命の急上昇にもつながった。

しかしながら、長期的には経済成長に伴う所得
の向上等を背景として、国民のライフスタイル、
価値観、ニーズが多様化する中で、米を中心とし
て、水産物、畜産物、野菜等多様な副食から構成
され、栄養バランスに優れた日本型食生活や、家

庭や地域において継承されてきた特色ある食文化
や豊かな味覚が失われつつある。

このため、食文化の継承のための活動への適切
な支援等がなされるよう、引き続き、適切な取組
を行う必要がある。

特に、「和食；日本人の伝統的な食文化」が、
「自然の尊重」という日本人の精神を体視し、①
多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重、②健康的
な食生活を支える栄養バランス、③自然の美しさ
や季節の移ろいの表現、④正月などの年中行事と
の密接な関わり、という4つの特徴を持つ食に関
する社会的慣習としてユネスコの無形文化遺産に
登録されたことも踏まえ、「和食」の保護・継承
を本格的に進める必要がある。

（2）取り組むべき施策
国は以下の施策に取り組むとともに、地方公共

団体等はその推進に努める。

（ボランティア活動等における取組）
食生活改善推進員等のボランティアが行う料理

教室や体験活動等において、地域の郷土料理や伝
統料理を取り入れることにより、食文化の普及と
継承を図る。

（学校給食での郷土料理等の積極的な導入や行
事の活用）

我が国の伝統的な食文化について子供が早い段
階から興味・関心を持って学ぶことができるよ
う、学校給食において郷土料理等の伝統的な食文
化を継承した献立を取り入れ、食に関する指導に
活用されるよう促進する。

また、「和食給食応援団」のように料理人が地
元産の農産物等を使用した和食給食の献立の開発
や和食の調理指導等を行い、児童と一緒に給食を
食べながら食文化の大切さを伝えていく取組を通
じて、「和食」の継承を推進する。

さらに、地域における祭礼行事や民俗芸能等に
関する伝統文化の保存団体等が実施する食文化に
係る取組を促進し、我が国の伝統ある優れた食文
化の継承を推進するとともに、全国各地で開催す
る行事等において、我が国の伝統ある食文化、地
域の郷土料理や伝統料理等の紹介や体験を盛り込

2　「一汁三菜」とは、米を炊いた「ごはん」を主食とし、味噌汁やすまし汁等の「汁」、主菜一つに副菜二つの
「菜」三品に「漬物」を組み合わせた和食の基本となる献立。

食育30_04-03.indd   201 2018/05/07   16:07:48



202

	

参
考
３	

第
３
次
食
育
推
進
基
本
計
画

み、多くの国民がこれらに触れる機会を提供す
る。その一環として、毎年度開催している国民文
化祭を活用し、地域の郷土料理や伝統料理、その
歴史等を全国に発信する。

（専門調理師等の活用における取組）
我が国の食事作法や伝統的な行事等、豊かな食

文化を醸成するため、高度な調理技術を備えた専
門調理師等の活用を図る。

（「和食」の保護と次世代への継承のための産学
官一体となった取組）
「和食；日本人の伝統的な食文化」に関する国

民の関心と理解が深まるよう、学校給食や家庭に
おける食べ方や作法も含めた「和食」の提供機会
の拡大、「和食」の継承に向けた地域における食
育活動、和室等を活用した和の文化の一体的な魅
力発信、「和食」の栄養バランスの健康への寄与
等に関する科学的解明とその普及等を推進するこ
とにより「和食」の保護・継承を図る。また、

「和食」の保護・継承に当たっては、ユネスコの
登録に際して示した、保護措置に責任を持つ組織
である「一般社団法人和食文化国民会議」を始
め、食育に関わる国、地方公共団体、教育関係
者、農林漁業関係者、食品関連事業者、ボラン
ティア等、多様な関係者が密接に連携し、産学官
一体となって効果的に進める。

特に、継承に課題のある若い世代については、
若い世代への「和食」の継承を進めることで、家
庭の共食の中で「和食」の料理や味、食べ方・作
法等が親から子供へ受け継がれていくように取組
を進める。

（地域の食文化の魅力を再発見する取組）
郷土料理や伝統野菜を始めとする伝統食材等の

魅力の再発見や日本型食生活の実践を促すため、
地域における地方公共団体、農林漁業者、食品関
連事業者等が連携した食育活動を推進する。

（関連情報の収集と発信）
食育推進運動の一環として全国各地の事例や手

法を収集・発信するに当たり、食文化の普及啓発
に係る取組についても積極的に取り上げ、食文化
の継承に向けた機運の醸成を図る。

7．食品の安全性、栄養その他の食生活に関する
調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進

（1）現状と今後の方向性
健全な食生活の実践には、食生活や健康に関す

る正しい知識を持ち、自ら食を選択していくこと
が必要である。しかし、インターネット等の普及
により、食に関する様々な情報があふれ、信頼で
きる情報を見極めることが難しい状況もあり、健
全な食生活の実践に当たっては、国際的な研究を
含めた最新の科学的知見に基づく客観的な情報の
提供が不可欠である。また、情報の提供に当たっ
ては、国民自身がその内容を理解し、自律的に食
生活の実践につなげられるよう配慮が必要であ
る。

加えて、食育をより効果的に推進していく上
で、国内外の各種の資料や情報を収集・分析し、
これに立脚しつつ取り組むことが欠かせない。

このため、国は各種関連団体等と連携を深めな
がら、食品の安全性、栄養成分等の食品の特徴、
その他の食生活に関する国内外の調査、研究、情
報の提供等がなされるよう、適切な取組を行う必
要がある。

（2）取り組むべき施策
国は以下の施策に取り組むとともに、地方公共

団体等はその推進に努める。

（生涯を通じた国民の取組の提示）
国は、子供から高齢者まで、生涯を通じた食育

を推進するため、一人一人の国民が自ら食育に関
する取組が実践できるように、「食育ガイド」を
活用するとともに、国民のニーズや特性を分析、
把握した上で、それぞれの対象者に合わせて具体
的な推進方策を検討し、適切な情報を提供する。

（基礎的な調査・研究等の実施及び情報の提供）
食育に関する国民の意識や食生活の実態等につ

いて調査研究及び分析を行うとともに、その成果
を広く公表し、関係者の活用に資する。

また、食育に関する関心と理解を深めるため
に、必要な情報を容易に入手することができるよ
う、総合的な情報提供を行う。

（リスクコミュニケーションの充実）
国、地方公共団体、各種団体が連携しつつ、食

品の安全性についてのリスクコミュニケーション
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を積極的に実施する。
特に、国民の関心の高いテーマについては、科

学的知見に基づいた正確な情報提供によって、消
費者を始めとする関係者間での意見交換会を開催
し、理解の増進に努める。

（食品の安全性や栄養等に関する情報提供）
国民が健全な食生活を実践するために必要な食

品の安全性や栄養等に関する様々な情報につい
て、国民が十分に理解し活用できるよう考慮しつ
つ、国民にとってわかりやすく入手しやすい形で
情報提供する。

地域において地方公共団体、関係団体やNPO
等が行う意見交換会等への取組を支援する。

また、平成24年7月に作成・公表した「健康
日本21（第二次）」による健康づくり運動として、
国内外の科学的知見に基づく食生活の改善に必要
な情報の普及啓発を図る。

さらに、摂取すべきエネルギーや栄養素等の量
を定めた「食事摂取基準」を定期的に作成・公表
し、その活用を促進するとともに、食品成分の基
礎データを収載した「日本食品標準成分表」の充
実を図り、幅広く提供する。

また、国民健康・栄養調査を実施し、食育推進
の基礎的なデータとして、その成果を活用すると
ともに、肥満や糖尿病等の生活習慣病を効果的に
予防するためには、食生活や栄養と健康に関する
科学的根拠の蓄積が必要であることから、関係府
省や関係研究機関が連携しつつ、様々な分野にわ
たるデータの総合的な情報収集や解析等を推進
し、その成果を公表する。

農林漁業や食料の生産、流通、消費に関する統
計調査を実施し、公表する。

（食品表示の適正化の推進）
食品表示に関する規定を一元化した食品表示法

（平成25年法律第70号）の下、食品の安全性及
び消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を
確保することができるよう、「総合的なTPP関連
政策大綱」（平成27年11月25日TPP総合対策本
部決定）も踏まえ、食品表示の適正化に取り組
む。

また、関係府省の連携を強化して立入検査等の
執行業務を実施するとともに、産地判別等への科
学的な分析手法の活用等により、効果的かつ効率
的な監視を実施し、食品表示の適正化を担保す

る。
さらに、新たに創設した機能性表示食品を始め

とした食品の機能性等を表示する制度について、
消費者、事業者等の十分な理解増進を図る。

（地方公共団体等における取組の推進）
地方公共団体や関係団体等は、地域の実情に

沿った情報や当該団体等の活動内容に即した情報
を収集・整理し、より多くの国民が関心を持ち、
また、活用できるよう、その提供に努める。

（食育や日本食・食文化の海外展開と海外調査
の推進）

我が国の食育の理念や取組等を積極的に海外に
発信し、「食育（Shokuiku）」という言葉が日本
語のまま海外で理解され、通用することを目指
す。

また、「食育ガイド（英語版）“A Guide to 
Shokuiku”」について、インターネット等を活用
して海外に対する食育推進の普及啓発を図る。

さらに、海外において行われてきた食生活の改
善等に関する取組について、その具体的な手法と
成果を調査し、その活用を図る。

このほか、2020年東京オリンピック競技大
会・東京パラリンピック競技大会等の機会を積極
的に活用し、日本食や日本の食文化の海外展開を
戦略的に推進するため、官民合同の協議会を通じ
て、関係者が連携した取組を推進する。

（国際的な情報交換等）
国際的な情報交換等を通じて、食育に関する研

究の推進や知見の相互活用等を図るため、海外の
研究者等を招へいした講演会の開催や海外におけ
る食生活等の実態調査等を進める。

また、国際的な機関の活動に協力するととも
に、これを通じて積極的な情報の共有化を推進す
る等、国際的な連携・交流を促進する。

さらに、国際的な飢餓や栄養不足の問題等に対
して、国民の認識を深めるために、その実態や国
際的な機関による対策等の情報を積極的に提供す
るほか、栄養改善事業の国際展開に取り組む。

第4　食育の推進に関する施策を総合的か
つ計画的に推進するために必要な事項

1．多様な関係者の連携・協働の強化
食育に関連する施策を行っている主体は、国の
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関係府省庁や地域に密着した活動を行っている地
方公共団体、教育、保育、社会福祉、医療及び保
健の関係者、農林漁業の関係者、食品の製造、加
工、流通、販売、調理等の関係者、料理教室、そ
の他の食に関わる活動等の関係者、更には様々な
民間団体やボランティア等に至るまで多様かつ多
数である。

また、「第1食育の推進に関する施策について
の基本的な方針」や「第3食育の総合的な推進に
関する事項」で述べたように、食育は幅広い分野
にわたる取組が求められる上、様々な家族の状況
や生活の多様化といった食育をめぐる状況の変化
を踏まえると、より一層きめ細やかな対応や食育
を推進しやすい社会環境づくりが重要になってい
る。

したがって、食育に関する施策の実効性をこれ
まで以上に高めていくためには、食育に係る多様
な関係者が、その特性や能力を生かしつつ、主体
的に、かつ、互いが密接に連携・協働して、地域
レベルや国レベルの緊密なネットワークを築き、
多様な取組を推進していくことが極めて重要であ
り、その強化に努める。

2．地方公共団体による推進計画の作成等とこれ
に基づく施策の促進
食育基本法第17条及び第18条においては、都

道府県及び市町村に対し、国の基本計画を基本と
して、都道府県及び市町村の区域内における推進
計画を作成するよう努めることを求めており、平
成27年度までに全都道府県及び76.7％の市町村
において推進計画の作成がなされた。

食育推進計画を既に作成した都道府県及び市町
村においては、推進計画に基づき、また、第3次
食育推進基本計画を基本として、新たな計画の作
成や改定を行いながら、継続的に食育の推進を検
討し、その充実を図ることが求められる。一方、
全国各地で地域に密着した食育に関する活動が推
進されるためには、残りの23.3％の市町村につ
いても食育推進計画を可能な限り早期に作成する
ことが求められる。

このため、国は都道府県とともに、市町村にお
ける推進計画の作成が促進されるよう積極的に働
きかけ、食育の推進がより一層充実するよう必要
な資料や情報を提供するとともに、技術的な支援
にも努めていくなど、適切な支援を行う。

また、都道府県及び市町村は、食育に関する活

動を行う教育関係者、農林漁業者、食品関連事業
者、ボランティアや関係機関等の協力も得つつ、
地域において多様な関係者の連携・協働の下、食
育を推進する中核となる人材の育成と地域の特性
に応じた実効性の高い食育の推進に一層取り組む
ことが期待される。

国は、そのための情報の提供等適切な支援を行
う。

3．積極的な情報提供と国民の意見等の把握
食育は、個人の食生活に関わる問題であること

から、子供から成人、高齢者に至るまで、国民一
人一人による理解と実践を促進することが何より
も重要である。

このため、ライフステージのつながりを意識し
つつ、生涯にわたって大切にしたい食育について
具体的な取組を促す「食育ガイド」の活用も含
め、多様な手段を通じて積極的な情報提供を行う
よう努める。

また、食育に対する国民の関心や意識を高めて
いくためには、対象者の特性や多様なニーズも考
慮しつつ、国民の意見や考え方等を積極的に把握
し、できる限り施策に反映させていくことが必要
であり、その促進に努める。

4．推進状況の把握と効果等の評価及び財政措置
の効率的・重点的運用
食育に関する施策を計画的に推進するために

は、その推進状況を把握しつつ取り組むととも
に、限られた予算を有効利用することが必要であ
る。特に「1．多様な関係者の連携・協働の強
化」で述べたように、食育は幅広い分野に関わ
り、多様な関係者による一体的な取組が必要であ
ることに鑑みると、その必要性は一層大きいと考
えられる。

このため、本計画に基づく施策の総合的かつ計
画的な推進を図るとともに、目標の達成状況を含
めてその推進状況について、毎年度、適切に把握
し、その効果等を評価して、広く国民にも明らか
にし、また、評価を踏まえた施策の見直しと改善
に努める。

また、厳しい財政事情の下、限られた予算を最
大限有効に利用する観点から、引き続き、選択と
集中の強化、施策の重複排除、府省庁間連携の強
化、官民の適正な役割分担と費用負担、執行状況
の反映等の徹底を図る必要がある。
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5．基本計画の見直し
国内外の社会経済情勢は常に変化しており、今

後、食育をめぐる状況も大きく変わることも十分
考えられるため、基本計画については、計画期間
終了前であっても必要に応じて見直しの必要性や
時期等を適時適切に検討する。

また、基本計画の見直しに当たっては、「4．推
進状況の把握と効果等の評価及び財政措置の効率
的・重点的運用」において述べた施策の成果の検
証結果を十分活用する。
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掲載ウェブサイト一覧
掲載ウェブサイト一覧

第２部　食育推進施策の具体的取組

　第１章　家庭における食育の推進

家庭教育手帳

(文部科学省）

　第３章　地域における食育の推進

食育ガイド

（農林水産省）

健康栄養調査に関する情報のページ

（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養
 研究所）

健康日本21（第二次）分析評価事業

（厚生労働省）

青少年意見募集事業

（内閣府）

地域高齢者等の健康支援を推進する配食
事業の栄養管理に関するガイドライン

（厚生労働省）

歯科医療関係者向け子どもの食の問題に
関するよくある質問と回答

（日本歯科医学会）

歯科衛生士と多職種連携の食育推進活動
事例集

（公益社団法人日本歯科衛生士会）

函館市の食育｜平成２９年度食生活改善
普及運動の実施

（函館市）
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　第４章　食育推進運動の展開

食育月間の取組

（農林水産省）

第12回食育推進全国大会

（農林水産省）

食育の推進

（農林水産省）

安全で健やかな食生活を送るために

（農林水産省）

食品安全委員会

（食品安全委員会）

学校における食育の推進・学校給食の充実

（文部科学省）

栄養・食育対策

（厚生労働省）

「食育」ってどんないいことがあるの？～エビ
デンス（根拠）に基づいて分かったこと～

（農林水産省）

　第５章　生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等

グリーン・ツーリズム

（農林水産省）
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　第６章　食文化の継承のための活動

「おうちで和食～和食で子育て応援サイト～」

（農林水産省）

地域の伝統的な食文化等の保護・継承に
関する取組事例集

（農林水産省）

　第７章　食品の安全性・栄養等に関する情報提供の推進

リコール情報サイト

（消費者庁）

消費者庁（@caa_shohishacho）

（消費者庁）

食品安全に関する総合情報サイト

（消費者庁）

食品中の放射性物質に関する広報資料

（消費者庁）

食品安全委員会季刊誌「食品安全」 

（食品安全委員会）

科学の目で見る食品安全

（食品安全委員会）

食品安全総合情報システム

（食品安全委員会）

食中毒

（厚生労働省）
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有毒植物による食中毒に関する注意喚起

（厚生労働省）

ハチミツを与えるのは１歳を過ぎてから。

（厚生労働省）

安全で健やかな食生活を送るために

（農林水産省）

農薬コーナー

（農林水産省）

最近の食品安全についての話題

（農林水産省）

パンフレット「健康食品Q&A」及びリーフレット
「健康食品５つの問題」

（消費者庁）
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　第８章　調査、研究その他の施策の推進

日本食品標準成分表2015年版（七訂）追補
2017年

（文部科学省）

食品成分データベース

（文部科学省）

国民健康・栄養調査

（厚生労働省）

食育に関する意識調査

（農林水産省）

食生活及び農林漁業体験に関する調査

（農林水産省）

子どもの健康と環境に関する全国調査
（エコチル調査）

（環境省）

（農林水産省）

栄養改善事業推進プラットフォーム

（栄養改善事業推進プラットフォーム）

（平成３０年５月アクセス）
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